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パ
リ
大
学
に
お
け
る
托
鉢
修
道
会
問
題

（承前）

の

制

度

史

的

考

察

｜

｜

大

嶋

誠

は

じ

め

一
二
五

0
年
代

ωパ
リ
「
大
学
」
で
展
開
さ
れ
た
在
俗
教
師
（
g回
目

R
g
忠
g
r
R
m）
と
托
鉢
修
道
会
（
ド
ミ
ニ
コ
会
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
）

〈

1
V

と
の
対
立
事
件
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
全
体
に
当
時
み
ら
れ
た
反
托
鉢
修
道
会
運
動
の
一
環
で
あ
る
が
、
乙
の
研
究
を
通
じ
て
、
行
時
の

パ
リ
大
学
｜
｜
ひ
い
て
は
、
中
世
の
大
学
会
般

l
！
の
制
皮
的
解
明
に
資
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。
本
稿
は
、

乙
の
観
点
に
立
ち
、
幾
つ

か
の
問
題
点
を
解
明
し
た
い
と
思
う
。

「
パ
リ
大
学
」
と
托
鉢
修
道
会
と
の
対
立
は
、
托
鉢
修
道
会
系
科
学
教
師
の
「
大
学
」
に
お
け
る
地
位
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
。
彼
ら

が
「
大
学
」
す
な
わ
ち
教
師
共
同
体
の
構
成
員
で
あ
る
な
ら
ば
、

学
」
側
の
主
張
す
る
原
理
で
あ
り
、

「
大
学
」
の
法
と
決
定
と
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う

ωが
「
大

彼
ら
は
こ
れ
に
抵
触
す
る
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
大
学
」
の
法
に
従
わ
な
か
っ
た
が
故
に

「
大
学
」
か
ら
追
放
さ
れ
た
彼
ら
を
、
ロ

1
7
教
皇
は
在
俗
教
師
に
命
じ
て
「
大
学
」
に
復
帰
さ
せ
ん
と
し
、
在
俗
教
師
は
当
然
抵
抗
し

た
。
そ
の
結
果
、
教
皇
は
自
ら
の
手
に
な
る
法
を
「
大
学
」
に
強
要
し
、
さ
ら
に
そ
れ
に
対
し
て
在
俗
教
師
の
抵
抗
を
呼
び
お
乙
し
た
。

こ
の
図
式
か
ら
設
定
さ
れ
る
聞
は
、
根
本
的
に
は
「
ウ
ニ
ヴ
ェ
ル
シ
タ
ス
」
と
し
て
の
「
大
学
」
が
「
諸
利
権
」
を
い
か
に
行
使
し
ね

パ
リ
大
学
に
お
け
る
托
鉢
修
道
会
問
題
（
承
前
）

（大嶋）

一
五
七



パ
リ
大
学
に
お
け
る
托
鉢
修
道
会
問
題
（
承
前
）

（大川崎）

一
五
八

た
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
乙
の
事
件
は
明
き
ら
か
に
在
俗
教
師
の
結
束
を
促
し
た
が
、
そ
の
結
果
、
「
大
学
」
の
組
織
に
い
か
な
る
影
響

を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
乙
の
事
件
は
、
教
皇
と
パ
リ
「
大
学
」
と
の
聞
に
、
い
か
な
る
関
係
を
生
じ
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
か
。

如
上
の
考
察
に
際
し
て
、
我
々
は
今
日
な
お
ラ
ッ
シ
ュ
ド
ー
ル
同
・

H
N
E
B〉
戸
を
無
視
し
得
な
い
。
彼
は
托
鉢
修
道
会
と
の
抗
争
が

「
大
学
」
の
権
利
の
発
現
、
共
同
体
意
識
の
昂
揖
の
機
会
と
な
っ
た
乙
と
を
主
張
し
、
そ
の
過
程
で
、
神
学
教
師
団
と
自
由
科
教
師
団
と

の
連
合
が
推
進
さ
れ
た
と
と
、
財
政
制
度
が
整
備
さ
れ
た
と
と
、
学
部
ご
と
の
投
票
に
よ
る
学
部
ど
と
の
決
定
と
い
う
慣
行
が
公
認
、
定

型
化
さ
れ
た
と
指
摘
す
る
。
彼
は
さ
ら
に
、
パ
リ
大
学
と
教
皇
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
パ
リ
大
学
に
ガ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
種
が
ま
か
れ
た

と
主
張
し
た
。
最
近
で
は
デ
ュ
フ
ェ
イ
ユ
冨
1

冨－

u
c
E
F
が
、
｜
｜
必
ず
し
も
制
度
史
的
関
心
を
中
心
と
し
て
で
は
な
い
が
｜
｜
托
鉢

修
道
会
問
題
に
つ
い
て
詳
細
な
事
実
関
係
を
究
明
し
、

？
d
）

門

4
）

る
。
ま
た
、
レ
フ
の
・
円
、
開
司
、
コ
パ
ン
〉
・
回
・
口
O
回切〉
Z

は
ラ
ッ
シ
ュ
ド
ー
ル
の
結
論
を
大
筋
に
お
い
て
受
け
入
れ
て
い
る
が
、

い
く
つ
か
の
点
に
お
い
て
ラ
ッ
シ
ュ
ド
ー
ル
と
は
異
な
る
見
解
を
提
示
し
て
いく

つ
か
の
個
別
的
な
事
実
関
係
で
は
彼
と
解
釈
を
異
に
し
て
い
る
。

法
制
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
ミ
シ
ョ

l
・
カ
ン
タ
ン

H
Y
Z呂
田
〉
C
U
D
C〉
Z
叶
H
Z

（

5
V
 

「
大
学
」
と
は
「
ウ
ニ
ヴ
ェ
ル
シ
タ
ス
」
の
典
型
で
あ
る
。
パ
リ
「
大
学
」
と
托
鉢
修
道
会
の
係
り
合
い
は
、
パ
リ
「
大
学
」
の
権
利
を

ヲ
ニ
ヴ
エ
ル
シ
タ
ス

一
般
の
そ
れ
と
し
て
理
解
さ
せ
る
契
機
と
な
る
。
パ
リ
「
大
学
」
が
、
回
有
の
権
利
と
そ
れ
ら
の
椛
利
行
使

〈

6
V

ロ
1
7
教
皇
の
行
使
す
る
権
利
に
よ
る
制
限
を
甘
受
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

の
成
果
を
取
り
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

彼
に
よ
れ

ば
「
ウ
ニ
、
ヴ
ェ
ル
シ
タ
ス
」

を
主
張
し
た
と
し
て
も
、

そ
の
さ
い
に
は
、

本
稿
は
、
対
象
と
す
る
期
間
を
二
一
五
二
年
1

1
こ
れ
は
在
俗
教
師
と
托
鉢
修
道
会
と
の
対
立
が
顕
在
化
し
た
時
期
で
あ
る
ー
ー
か

ら
、
二
一
五
七
年
｜
｜
ζ

れ
は
制
度
上
の
対
立
が
一
応
の
終
息
を
み
る
時
期
で
あ
る

l
ー
ま
で
に
限
定
し
、
研
究
の
現
状
を
ふ
ま
え
つ

っ
、
パ
リ
大
学
に
お
け
る
托
鉢
修
道
会
問
題
の
制
度
史
的
側
面
を
再
検
討
す
る
。

〔

註

〕

〈

1
）
例
え
ば
コ
ン
ガ
ー
ル
は

一
三
！
一
四
世
紀
の
托
鉢
修
道
会
士
と
在
俗
聖
職
者
の
対
立
を
六
の
時
期
に
区
切
り
、
そ
の
最
初
を
、
パ
リ
大
学
に
お
け
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パ
リ
大
学
に
お
け
る
托
鉢
修
道
会
問
題
（
承
前
〉
〈
大
嶋
）

一六
O

一
二
五
二
年
二
月
に
制
定
さ
れ
た
神
学
教
師
団
規
約
は
、
パ
リ
大
学
の
在
俗
教
師
と
托
鉢
修
道
会
と
の
対
立
を
顕
在
化
さ
せ
た
文
書
で

あ
る
。
と
の
規
約
の
制
定
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
論
じ
た
と
と
ろ
で
あ

μ、
と
こ
で
は
、
そ
の
要
点
の
み
を
記
す
。
川
托
鉢
修
道

会
系
学
教
師
（
と
り
わ
け
ド
ミ
ニ
コ
会
の
そ
れ
）
は
、
そ
の
者
が
当
該
修
道
会
の
教
育
機
関
で
教
育
を
う
け
、
自
由
科
に
お
い
て
も
神
学
に

つ
い
て
も
、
規
定
の
修
学
課
程
を
経
ず
し
て
神
学
教
師
と
な
っ
た
が
故
に
、
大
学
に
お
い
て
変
則
的
な
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
。
同
修
道
会

系
神
学
講
座
の
増
加
傾
向
と
在
俗
神
学
教
師
の
退
潮
傾
向
が
重
な
っ
て
い
た
と
と
。
付
パ
リ
で
は
、
在
俗
神
学
教
師
が
司
教
座
聖
堂
付
参

事
会
文
書
局
長
（
n
g
s
－E1
5、
以
下
カ
ン
ケ
ラ
リ
ウ
ス
）
の
教
授
免
許
H

－BE
E－
aonga
交
付
に
関
し
て
有
し
て
い
た
諮
問
権
を
空
洞

化
す
る
教
令
が
一
二
五

O
年
に
発
せ
ら
れ
た
と
と
、
な
ど
で
あ
る
。

従
っ
て
、
神
学
教
師
団
丸
山
叫
は
、

第
一
に
、
修
道
会
系
神
学
講
座
の
増
加
を
阻
止
す
る
と
と
で
あ
っ

た
。
こ
れ
が
明
示
さ
れ
た
の
は
、
爾
後
、
パ
リ
に

g
－Z阿古
B
を
持
た
な
い
修
道
会
の
成
員
は
、
パ
リ
の
神
学
教
師
の

noロ
g
ユ
古
田
の

一
日
と
な
る
と
と
を
認
め
ら
れ
な
い
と
弘
知
民
、
各
修
道
会
の

no出品目

5
は
一
人
の
講
座
担
当
教
師

g
m
g
R
Z宮
5
と
一
講
座

を
も
っ
て
満
足
す
べ
き
で
あ
る
と
の
規
定
に
お
い
て
で
あ
る
。
第
二
に
、

た
。
神
学
の
パ
ケ
ラ
リ
ウ
ス

E
R
a
z
ュ5
が
教
師
職
に
就
く
に
は
、

『
神
学
命
題
集
』

以
下
の
ニ
点
を
目
的
と
し
た
。

神
学
教
師
と
な
る
者
に
課
せ
ら
れ
る
修
学
課
程
が
定
め
ら
れ

講
座
担
当
教
師
の
下
で
い
く
つ
か
の
〔
聖
書
〕
註
解
書
お
よ
び

を
講
義
す
る
と
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
、

円

8
l
c
v

u『

O

ロ
ロ
回
に
則
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、

神
学
教
師
と
な
る
に
は
、

教
皇
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
大
学
の
手
続

修
道
会
系
講
座
の
制
限
規
定
は
、
デ
ュ
フ
ェ
イ
ユ
の
述
べ
る
ご
と
く
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
に
と
っ
て
は
、
彼
ら
の
第
二
講
座
獲
得
の
画

策
に
対
す
る
対
抗
措
置
で
あ
っ
た
し
、
す
で
に
二
講
座
を
得
て
い
た
ド
ミ
ニ
コ
会
に
と
っ
て
は
、
既
存
二
講
座
に
対
す
る
一
講
座
削
減
の

要
求
で
あ
っ
バ
～
。
修
学
課
程
の
規
定
は
、
そ
れ
が
、
大
学
の
権
威
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
教
育
内
容
の
確
定
で
あ
る
と
と
も
に
、
カ
ン
ケ

ラ
リ
ウ
ス
の
神
学
教
授
免
許
交
付
に
対
し
て
、
在
俗
教
師
の
諮
問
権
の
行
伎
を
法
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
解
す
る
と
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。



一
二
五
二
年
の
規
約
は
さ
ら
に
、
当
該
規
約
に
服
さ
ぬ
者
に
対
す
る
罰
則
を
課
し
得
た
。
そ
の
者
が
パ
ケ
ラ
リ
ウ
ス
で
あ
れ
ば
教
授
免

許
を
交
付
さ
れ
て
も
教
師
の

gロ回
O

ユE
B
に
加
え
ら
れ
ず
、
そ
の
者
が
す
で
に
教
師
で
あ
れ
ば
、
教
師
の
口

0
5
0三
宮

g
か
ら
除
名

さ
れ
る
。
規
約
の
最
後
段
に
は
、
こ
れ
ら
の
内
容
を
も
っ
規
約
の
制
定
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
の
権
威
吋

2
2
8
E
Z
o
z
e
g
E
に
も
と

づ
い
て
な
さ
れ
た
行
為
で
あ
る
と
と
が
記
さ
れ
た
。

ζ

れ
は
、
パ
リ
「
大
学
」
が
「
ウ
ニ
ヴ
ェ
ル
ジ
タ
ス
」
の
権
利
を
行
使
し
た
最
初
の
反
托
鉢
修
道
会
運
動
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
権
利

は
「
ウ
ニ
ヴ
ェ
ル
シ
タ
ス
」
の
基
本
的
属
性
で
あ

μと
と
も
に
、
イ
ン
ノ
ケ
ン
チ
ウ
ス
三
世
以
降
、
歴
代
教
皇
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
き

た
権
利
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
の
ち
の
事
件
の
展
開
を
も
含
め
て
、

「
大
学
」
は
、
自
ら
の
権
利
に
依
拠
し
て
托
鉢
修
道
会
系
教
師
を
追

放
し
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
を
「
大
学
」
に
復
帰
さ
せ
る
べ
く
尽
力
し
た
イ
ン
ノ
ケ
ン
チ
ウ
ス
四
世
、
ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル
凹
世
は
、
彼
ら
の

先
任
者
が
承
認
し
た
と
こ
ろ
の
「
大
学
」
の
権
利
を
「
大
学
」
が
行
使
す
る
こ
と
に
悩
ま
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。
乙
の
意
味
で
、
パ
リ

円

叩

》

「
大
学
」
に
お
け
る
托
鉢
修
道
会
問
題
は
、
「
大
学
」
が
そ
の
誠
実
な
育
成
者
の
手
に
か
み
つ
い
た
事
件
で
も
あ
る
。

《

H
V

一
二
五
二
年
二
月
の
神
学
教
師
団
規
約
に
、
托
鉢
修
道
会
に
属
す
る
教
師
は
当
然
な
が
ら
同
意
し
な
か
っ
た
の
は
明
き
ら
か
で
あ
る
。

《
同
》

し
か
し
、
彼
ら
は
大
学
か
ら
追
放
さ
れ
る
と
と
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
大
学
の
総
会
に
出
席
し
つ
づ
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

，..『、

一一、、J

托
鉢
修
道
会
系
教
師
の
「
大
学
」
追
放

パ
リ
の
街
頭
で
四
人
の
学
生
と
彼
ら
の
う
ち
の
一
人
の
侍
僕
が
夜
警
丘
四
ロ

g
か
ら
暴
行
を
う

一
人
が
死
亡
し
、
他
の
者
も
事
由
な
く
投
獄
さ
れ
、
乱
暴
を
加
え
ら
れ
た
。
乙
の
事
件
は
、
一
二

O
O年
、
フ
ィ
リ
ッ

プ
・
オ
l
ギ
ュ
ス
ト
に
よ
っ
て
学
徒
に
与
え
ら
れ
た
特
権
を
侵
犯
し
た
と
と
は
明
白
で
あ
っ
門
出
。
パ
リ
「
大
学
」
の
教
師
と
学
生
は
、
講

義
停
止

8
2丘町
O

に
訴
え
て
、
こ
の
外
部
か
ら
の
不
法
行
為
に
対
処
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
と
の
講
義
停
止
は
、
グ
レ
ゴ

リ
ウ
ス
九
世
が
「

E
吋
g
師
団
口
宮
苦
言
互
に
お
い
て
承
認
し
た
特
権
で
あ
っ
成
。
だ
が
、
二
名
の
ド
ミ
ニ
コ
会
所
属
の
神
学
教
師
エ
リ

一
二
五
三
年

ω凹
旬
節
中
の
某
日
、

け
、
そ
の
結
果
、

パ
リ
大
学
に
お
け
る
托
鉢
修
道
A
自
題
（
承
前
）

（大嶋〉

一占ハ



パ
リ
大
学
に
お
け
る
托
鉢
修
道
会
問
題
ハ
承
前
）
ハ
大
嶋
）

！
・
プ
リ
ュ
ネ
国
庄
司
回

2
ロ
丘
、
ボ
ン
ノ
ム
切
O

ロ｝
H
o
g
g叩
お
よ
び
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
所
属
の
神
学
教
師
ギ
ヨ

1
ム
・
ド
・
メ
リ
ト
ン

の
ロ
邑

E
B白
色
。
冨
四
回
目
。
…
～
は
講
義
停
止
へ
の
参
加
を
拒
否
し
た
。
そ
の
結
果
、
ロ
ベ
ー
ル
・
ド
・
ク
ー
ル
ソ
ン
の
規
約
の
規
定
に
従
っ

て
、
彼
ら
は
、
破
門
に
処
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

学
生
に
対
す
る
暴
行
事
件
は
、
兄
王
ル
イ
九
世
の
十
字
軍
出
征
中
の
摂
政
ア
ル

7
オ
ン
ス
・
ド
・
ポ
ワ
チ
ィ
エ

〉】匂｝
H
O
目
的
。
品
目
司
0
日

l

t
o
a
が
、
加
害
者
の
二
名
に
死
刑
、
他
の
者
に
パ
リ
追
放
と
い
う
処
罰
を
下
し
、
一
応
の
結
着
を
み
る
こ
と
に
な
る
。

パ
リ
「
大
学
」
は
、
そ
の
構
成
員
と
み
な
さ
れ
た
者
が
「
大
学
」
の
決
定
に
従
わ
な
い
と
の
事
態
を
経
験
し
、
将
来
、
再
び
起
と
り
得

内

田

》

円

一

目

》

る
同
様
の
事
態
に
対
処
す
べ
く
規
約
を
制
定
し
た
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
削
教
師
の
総
会

1
8回円。口問
l

H
O
岡田己
O

呂田岡山凹円

2
2
s、
あ
る
い
わ
当
該
学
部
の
三
名
の
教
師
の
前
で
、
教
皇
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
規
約
と
特
権
の
遵
守
を
誓
約
し

円
引

l
a
v

た
教
師
で
な
け
れ
ば
、
教
師
の

g
F岡
山
口
包
な
ら
び
に

g
5
2
2ロ
自
己
巳

2
2
E
H
U
へ
の
加
入
は
認
め
ら
れ
な
い
。
刷
大
学
の
秘

円
引

l
b
v

密
事
項
お
よ
び
討
議
内
容
を
も
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
付
こ
れ
ら
の
事
項
の
遵
守
を
誓
約
し
な
い
パ
ケ
ラ
リ
ウ
ス
の
官
山
口
巳
句
Z
B
を
教

内
引

l
c
v

師
は
主
宰
し
て
は
な
ら
ず
、
誓
約
せ
ず
教
師
と
な
っ
た
パ
ケ
ラ
リ
ウ
ス
は
、
〔
「
大
学
」
の
〕
教
師
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
同
「
大
学
」
が

正
当
な
事
由
に
よ
っ
て
講
義
停
止
を
決
定
し
た
と
き
、
そ
の
聞
に
宮
内
町
田
】
古
呂
を
行
な
お
う
と
し
た
り
、
講
義
を
再
開
せ
ん
と
す
る
パ

ケ
ラ
リ
ウ
ス
は
永
久
に
教
師
の

g
ロ
g
三
宮
自
に
加
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
講
義
停
止
期
間
中
に
受
講
す
る
学
生
も
同
様
の

《
引

l
d
v

処
分
を
う
け
る
。
例
こ
れ
ら
の
規
定
の
遵
守
を
宣
誓
に
よ
っ
て
い
詳
約
せ
ぬ
者
は
、
「
大
学
」
か
ら
の
追
放
、
破
門
と
い
う
処
分
の
対
象
と

な
る
。一

二
五
三
年
の
「
大
学
」
規
約
に
関
し
て
、
ラ
ッ
シ
ュ
ド
ー
ル
に
よ
れ
ば
そ
の
規
約
は
目
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
上
級
学
部
の
在
俗

円

n》

教
師
は
、
す
で
に
自
由
科
教
師
と
な
る
さ
い
に
、
類
似
の
内
容
を
も
っ
規
約
の
遵
守
を
宣
誓
し
て
い
た
。
こ
の
観
点
に
立
て
ば
、

ひ
た
す
ら
托
鉢
修
道
会
系
教
師
と
学
生
と
を
対
象
と
し
て
行
な
わ
れ
た
と
い
う
と
と
に
勺
？

一
二
五

三
年
の
規
約
の
制
定
は
、

講
義
停
止
へ
の
参
加
を
拒
否
し
た
三
名
の
托
鉢
修
道
会
系
神
学
教
師
は
、

乙
の
規
約
の
遵
守
を
宣
誓
し
な
か
っ
た
。
後
日
の
教
皇
文
書



に
よ
れ
ば
、
彼
ら
の
宣
誓
拒
否
は
、
彼
ら
が
、
宣
誓
を
行
な
う
に
は
教
皇
座
の
許
可
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
、
問
い
合
わ
せ
の
た
め
に
で

あ
っ
た
。

一
方
、
大
学
側
の
文
書
1
｜
そ
こ
で
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
が
ー
ー
に
よ
れ
ば
ド
ミ
ニ
コ
会
は
一
二
五

二
年
の
科
学
教
師
団
規
約
に
規
定
さ
れ
た
講
座
削
減
の
規
定
の
撤
回
を
条
件
に
、
一
二
五
三
年
の
規
約
へ
の
服
従
の
意
を
示
し
た
が
、
そ

円
山
口

V

の
規
定
が
撤
回
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
規
約
へ
の
宣
誓
を
拒
否
し
た
。
彼
ら
の
宣
誓
拒
否
の
根
底
的
な
理
由
は
、
彼
ら
が
修
道
士
で
あ
っ

「
大
学
」
と
は
無
関
係
な
上
位
者
に
服
す
る
の
で
あ
り
、
彼
ら
に
大
学
規

約
へ
の
宣
誓
を
要
求
し
て
も
、
彼
ら
は
権
利
と
し
て
宣
誓
を
拒
む
こ
と
が
で
ふ
が
。
三
名
の
托
鉢
修
道
会
系
神
学
教
師
は
、
イ
ン
ノ
ケ
ン

た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
即
ち
、
彼
ら
は
、
誓
願
を
通
じ
て
、

チ
ウ
ス
四
世
に
訴
え
出
た
。

r問、
一一、＿，

イ
ン
ノ
ケ
ン
チ
ウ
ス
四
世
の
介
入

イ
ン
ノ
ケ
ン
チ
ウ
ス
四
世
は
パ
リ
大
学
の
問
題
に
言
及
す
る
教
勅
を
発
し
た
。

第
一
の
も
の
は
、
七
月
一
目
、
パ
リ
の
教
師
と
学
生
宛
に
発
し
た
「
〉

E
S回
目
。
可
申
」
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
教
皇
は
ド
ミ
ニ
コ
会

一
二
五
三
年
七
月
以
降
に
、

つ
い
で
、
上
述
三
名
の
神
学
教
師
を
「
大
学
」
が
追
放
し
、
学
生
が
彼

ら
の
講
義
に
列
す
る
乙
と
を
禁
じ
た
乙
と
を
非
難
し
た
。
彼
は
つ
い
で
追
放
さ
れ
た
神
学
教
師
の
「
大
学
」
へ
の
復
帰
、
学
生
に
対
し
て

発
せ
ら
れ
た
講
義
出
席
禁
止
令
の
撤
回
を
命
じ
、
乙
の
命
令
が
実
施
さ
れ
る
か
否
か
の
監
視
を
エ
ヴ
ル

l
司
教
な
ら
び
に
サ
ン
リ
ス
司
教

に
命
じ
た
。
こ
れ
ら
両
司
教
は
教
皇
の
命
令
が
実
行
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
パ
リ
の
教
師
、
学
生
に
破
門
を
宣
告
す
る
乙
と
が
詐
さ
れ
て

と
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
が
教
皇
に
訴
え
る
に
至
っ
た
経
過
を
述
べ
、

い
た
の
で
あ
る
。

第
二
の
教
勅
は
七
月
二
一
日
に
、
パ
リ
の
ド
ミ
ニ
コ
会
修
道
院
（
邸
中
一
ジ
ャ
ッ
ク
修
道
院
）
長
フ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
デ
・
ロ
マ
ニ
ス
な
ら
び

ti'.'. 

パ
リ
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
修
道
院
の
岡
山
三
ぽ
ロ
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
・
ド
・
ブ
リ
の

g
民

g
可
含
甲
山
刊
に
宛
ら
れ
た
も
の
で
、
彼
ら
の

要
請
に
答
え
て
、
イ
ン
ノ
ケ
ン
チ
ウ
ス
凹
世
は
、

「
大
学
」
と
の
対
立
事
件
の
さ
な
か
に
破
門
さ
れ
た
両
修
道
会
士
を
放
免
す
る
権
限
を

パ
リ
大
学
に
お
け
る
托
鉢
修
道
会
問
題
（
承
前
）

（大嶋）

」ー
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彼
0 
lこ

与パ
え H

た気大
。－ ct-

に
お
け
る
托
鉢
修
道
f、
-A  

問
題

jj( 

前
、】〆

（
大
嶋
）

一
六
四

八
月
二
六
日
に
発
せ
ら
れ
た
第
三
の
も
の
は
、
再
び
パ
リ
の
教
師
と
学
生
に
宛
ら
れ
た
。
そ
と
に
も
ら
れ
た
命
令
は
一
二
五
三
年
の
神

学
教
師
団
規
約
が
制
定
さ
れ
る
以
前
の
、
自
由
に
し
て
平
穏
な
状
況
の
下
に
托
鉢
修
道
会
に
所
属
す
る
教
師
・
学
生
が
置
か
れ
る
べ
き
こ

と
、
彼
ら
が
迫
害
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
乙
と
、
ま
た
、
一
二
五
四
年
の
聖
母
被
昇
天
の
祝
日
（
八
月
一
五
日
）
ま
で
に
、
大
学
と
托
鉢
修
道
会

と
の
問
で
直
接
和
解
が
成
立
し
な
い
場
合
に
は
、
双
方
の
℃

2
2
H
a
o
H
g
が
教
皇
の
裁
定
を
惨
つ
け
る
べ
く
教
皇
庁
に
出
頭
す
べ
き
こ

ハ
mv

と
、
で
あ
る
。

一
二
五
三
年
互
に
と
ら
れ
た
イ
ン
ノ
ケ
ン
チ
ウ
ス
四
世
の
一
述
の
措
置
は
、

（
却
〉

的
に
托
鉢
修
道
会
の
側
に
立
っ
て
問
題
を
処
理
し
た
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
七
月
一
日
付
教
勅
に
み
ら
れ
る
「
特
別
の
配
慮
を
も
っ

て
」
含
告

R
Sロ
明
白
H
U
と
い
う
表
現
は
、
教
室
が
「
大
学
」
の
と
っ
た
処
置
の
正
肖
性
を
承
認
し
て
い
る
が
故
に
用
い
ら
れ
た
表
到

モ
ル
テ
ィ
エ
H
N

・H
i

・宮
O
問
、
口
何
回

の
言
う
よ
う
に

一方

て
表
記
さ
れ
た
ご
と
く
「
特
に
考
慮
し
て
」

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
教
皇
が
、
上
述
三
名
の
神
学
教
師
の
破
門
を
解
除
し
た
と
し
て
も
そ
の
違
法
性
の
故
に
で
は
な
く
、
教
勅
に
お
い

（
引
〉

目。
g
ロ
Z
E
S
解
除
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
疑
問
は
、
イ
ン
ノ
ケ
ン
チ
ウ
ス
四
世
が
、
ボ
ロ
ニ
ア
の
著
名
な
法
学
者
で
あ
り
、

大
な
貢
献
を
な
し
た
人
物
で
あ
る
だ
け
に
重
要
で
あ
る
。

「
ウ
ニ
ヴ
ェ
ル
シ
ス
タ
」
法
理
論
の
形
成
に
多

イ
ン
ノ
ケ
ン
チ
ウ
ス
四
世
の
托
鉢
修
道
会
系
神
学
教
師
の
「
大
学
」
復
帰
命
令
を
－
つ
け
入
れ
ず
、
ま
た
、
彼
ら
が

宣
一
告
を
も
っ
て
そ
の
遵
守
を
哲
約
し
た
「
大
学
」
規
約
を
ひ
る
が
え
す
乙
と
も
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
七
月
一
日
付
の
教
書
に
も
と

こ
れ
を
命
じ
ら
れ
た
エ
ヴ
ル
！
司
教
が
パ
リ
司
教
座
聖
武
付
参

在
俗
教
師
た
ち
は
、

づ
く
「
大
学
」
に
対
す
る
的

5匂
g的
目
。
が
下
さ
れ
た
。
そ
の
執
行
は
、

事
会
員
マ
ギ
ス
テ
ル
・
リ
ュ
ッ
ク
宮
田
岡
山
凶
Z司
F
c
n
に
委
託
し
て
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
大
学
」
は
、
新
学
期
の
開

始
に
あ
た
り
、
学
生
が
托
鉢
修
道
会
系
神
学
教
師
の
講
義
に
出
席
す
る
と
と
を
禁
じ
、
こ
れ
ら
の
教
師
が
「
大
学
」
と
は
無
関
係
で
あ
る

そ
の
さ
い
、

l
l
t
大
学
側
の
言
う
と
こ
ろ
で
は
！
ー
そ
の
告
示
に
赴
い
た
「
大
学
」
の
ベ
デ
ル
ス
が
暴
行
を

旨
を
告
示
し
た
。
そ
し
て
、



う
け
る
と
い
う
事
件
が
生
じ
た
。
さ
ら
に
、
前
述
の
マ
ギ
ス
テ
ル
・
リ
ュ
ッ
ク
は
、
荘
俗
教
削
の
問
に
分
裂
を
も
た
ら
す
べ
く
、
阿
策
し

門

M
M
V

て
い
た
の
で
あ
る
。

（門）

「
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
」

（
一
二
五
四
年
二
月
）

い
わ
ゆ
る
「
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
」
は
、

一
二
五
四
年
二
月
四
日
、

パ
リ
「
大
学
」

三

回

目

己

目

的

Z
仏
巾
ロ
江
戸

B

が、

キ
リ
ス
ト
教
界
の
す
べ
て
の
高
位
聖
職
者
、

参
事
会
、

口
三
〈
叩
同
色
丹
即
日
目
印

m
－ω可
0
2
5
m門
的

n
o
u
ユロ

S
H
M
M
W

〈

剖

）

学
徒
に
宛
て
発
し
た
も
の
で
あ
る
。

乙
の

「マ

フ
ェ
ス
ト
」
は
、
托
鉢
修
道
会
と
の
対
立
に
関
す
る
「
大
学
」
側
の
言
い
分
を
主
眼
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
た

ハ
担
）

事
件
の
只
偽
に
つ
い
て
は
、
疑
問
の
点
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
留
保
を
つ
け
た
上
で
、
こ
れ
は
、
コ
二
七
年
の
ド
ミ
ニ

コ
会
の
パ
リ
進
出
か
ら
一
二
五
三
年
ま
で
の
則
問
に
、
パ
リ
「
大
学
」
と
托
鉢
修
辺
会
と
の
聞
に
生
じ
た
事
件
を
要
約
し
て
記
述
し
て
お

り
、
事
件

ω
民
聞
を
把
握
す
る
た
め
の
重
要
な
史
料
で
あ
る
。

こ
の
「
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
」
に
お
い
て
、

「
大
学
」
側
は
、

「
大
学
」
と
い
う
組
織
が
そ
も
そ
も
在
俗
教
師
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
述
常
は
在
俗
教
．
帥
に
よ
っ
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
を
強
調
し
、
従
っ
て
、
こ
の
点
か
胃
り
す
れ
ば
、
在
俗

教
師
が
こ
れ
ま
で
に
と
っ
て
き
た
行
動
は
正
門
で
あ
り
、

（

品

〉

あ
る
と
し
た
。

托
鉢
修
道
会
系
神
学
教
附
の
振
舞
い
は
、

「
大
学
」
の
権
威
に
対
す
る
反
抗
で

我
々
は
、
ま
た
、

こ
の
「
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
」
を
通
じ
て
、
托
鉢
修
道
会
問
題
に
対
処
す
る
「
大
学
」
の
方
針
を
見
い
出
し
得
る
。
マ
ッ

〈
幻
〉

キ
l
ン
ヌ
宗
明
O
Z

に
よ
れ
ば
、
「
大
学
」
は
「
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
」
を
通
じ
て
、
托
鉢
修
道
会
に
対
す
る
抗
議
活
動
の
範
囲
を
在
俗
聖
職
者

に
ま
で
広
げ
た
。
こ
れ
は
、
「
大
学
」
が
イ
ン
ノ
ケ
ン
チ
ウ
ス
四
世
の
態
度
か
ら
、
こ
の
問
題
の
処
理
に
、
「
大
学
」
の
特
権
の
裏
付
と

し
て
教
主
の
権
威
を
ふ
り
か
ざ
す
乙
と
が
不
得
策
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、
托
鉢
修
道
会
士
を
「
大
学
」
へ
の
閲
入
者
と
断
ず
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
ぺ
川
牧
活
動
に
お
い
て
、
彼
ら
と
競
合
関
係
に
あ
り
、
彼
ら
に
対
し
て
不
満
を
抱
い
て
い
た
在
俗
聖
職
者
を
ま
き
込
も
う
と
し
た

パ
リ
火
学
に
お
け
る
托
鉢
修
道
会
問
題
（
承
前
）
（
大
嶋
〉

一
六
五



パ
リ
大
学
に
お
け
る
托
鉢
修
道
会
問
題
（
承
前
）
（
大
嶋
）

－．、、」、、

一
』
，
ノ
F

，ノ

も
の
で
あ
る
。
事
実
、

フ
ラ
ン
ス
の
い
く
つ
か
の
司
教
座
聖
堂
付
参
事
会
か
ら
托
鉢
修
道
会
へ
の
抗
議
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、

ハ
担
）

フ
ラ
ン
ス
の
司
教
の
な
か
か
ら
、
「
大
学
」
を
支
持
す
る
者
が
で
て
来
る
こ
と
は
、
十
分
に
予
想
さ
れ
た
と
ζ

ろ
で
あ
っ
た
。

円
M
H
V

つ
づ
い
て
「
大
学
」
は
、
来
る
べ
き
教
皇
裁
定
に
そ
な
え
て
、
指
定
さ
れ
た
時
期
よ
り
も
早
く
唱
円
0
2
3
Z同
g
を
教
皇
庁
に
派
遣
し
、

の
巴
己
主
目
印
己
叩
印
回
一
三
i

「
大
学
」
の

］

U
H

・0
口口円凹円。円四回

は

ギ
ヨ

l
ム
・
ド
・
サ
ン
・
タ
ム

l
ル

事
前
の
活
動
を
行
な
わ
せ
た
。

〉
g
oロ
円
、
ク
レ
チ
ア
ン
・
ド
・
ボ

l
ヴ
ェ

。
｝
】
叫
骨
片
山
叩
出
品
。
回
叩
回
ロ
4
回目的

ロ
ー
ラ
ン
・
ラ
ン
、
グ
レ

ド白ロ］守角川口門司〉口問】回目的、

内ノ

1
l
v
’・ド・．

ド
ゥ
エ
開
ロ

a
g
含
ロ

0
5円
の
四
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
、
五
月
初
旬
、
イ
ン
ノ
ケ
ン
チ
ウ
ス
四
世
が
逗
留
中
で
あ

っ
た
ア
シ
ジ
に
到
着
し
た
。
日
V
H
O
E
B円
2
2
の
派
遣
費
捻
出
の
た
め
に
、
「
大
学
」
が
採
用
し
た
分
担
金
を
教
師
・
学
生
に
課
す
と
い

こ
の
時
期
の
パ
リ
「
大
学
」
の
制
度
や
財
政
に
つ
い
て
の
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す

う
方
法
か
ら
、

ヲ
Q

。ギ
ヨ

l
ム
・
ド
・
サ
ン
・
タ
ム

l
ル
ら
の
教
皇
庁
に
お
け
る
活
動
は
、

（

岨

〉

牧
活
動
、
教
義
に
関
す
る
問
題
に
も
及
ん
で
い
た
。
当
時
、
イ
ン
ノ
ケ
ン
チ
ウ
ス
四
世
は
、
托
鉢
修
道
会
の
権
利
行
使
に
と
も
な
っ
て
在

俗
聖
職
者
の
聞
に
生
じ
て
い
た
不
満
を
鎮
静
化
さ
せ
る
乙
と
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
の
で
、
ギ
ヨ

l
ム
・
ド
・
サ
ン
・
タ
ム

l
ル
の
教
皇

「
大
学
」
の
問
題
に
関
す
る
の
み
な
ら
ず
、
托
鉢
修
道
会
の
司

庁
で
の
活
動
後
、
教
皇
の
托
鉢
修
道
会
に
対
す
る
政
策
に
変
更
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
同
修
道
会
の
活
動
に
制
限
が
加
え
ら
れ
る
こ

門
担
》

と
に
な
っ
た
。

パ
リ
「
大
学
」
の
問
題
に
言
及
す
る
教
勅
が
一
二
五
四
年
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
三
通
出
さ
れ
た
。
七
月
四
日
付
の
そ
れ
問
、

四
七
年
一
一
一
月
二
日
付
で
イ
ン
ノ
ケ
ン
チ
ウ
ス
四
世
が
パ
リ
「
大
学
」
に
発
し
た
教
勅
「
ρ
ロ。門戸

g回目）
5
2
5
Bロ
巳
」
の
確
認
文
書
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
権
限
を
委
託
さ
れ
た
教
師
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
規
約
の
遵
守
が
使
徒
の
座
の
権
威
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
「
大
学
」

構
成
口
〔
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
内
容
を
も
っ
て
い
た
。
七
月
一
五
日
、
八
月
三
一
日
の
日
付
を
も
っ
他
の
二
通
は
、
匂
B
E
E
S円四回

学
生
が
分
担
金
を
も
っ
て
支
払

の
活
動
投
（
三
O
Oリ
l
ヴ
ル
・
ト
ゥ
ル
ノ
ワ
）
の
借
入
れ
を
許
可
し
、

そ
の
金
額
を
「
大
学
」
の
教
師
、



カ
シ
ト

l
ル

う
こ
と
、
分
机
金
徴
収
権
を
ロ
ベ
ー
ル
・
ド
・
ド
ゥ
エ

H
N
O
Z

ユ
号
ロ
o
ロ
即
日
と
ボ

1
0ウ
ェ
の
聖
歌
隊
長
に
詔
め
る
こ
と
、
支
払
い
不
履

門
時
〉

行
者
は
破
川
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
、
を
命
じ
た
。

七
月
刊
日
付

ω教
勅
は
、
「
大
学
」
の
規
約
制
定
椛
と
規
約
遵
守
強
制
併
を
一
件
服
認
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、

門
付
】

鉢
修
道
会
系
神
学
教
師
が
と
っ
た
行
動
を
間
接
的
に
非
難
し
て
い
る
に
し
て
も
、
彼
ら
と
「
大
学
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
何
ら
新
し
い

一
二
五
三
年
に
托

法
的
措
m
引
を
と
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
教
皇
に
よ
る
裁
定
が
予
告
さ
れ
た
聖
母
マ
リ
ア
被
昇
天
の
祝
日
に
も
、
イ
ン
ノ
ケ
ン
チ
ウ
ス
四
世

は
一
切

ω芯
思
表
示
そ
行
な
わ
ず
、
何
ら
の
決
裁
も
下
さ
な
か
っ
た
。
パ
リ
「
大
学
」
と
托
鉢
修
道
会
と
の
問
の
問
題
は
何
ら
解
決
さ
れ

ぬ
ま
ま
で
あ
っ
た
。

官
。

2
吋回円。吋

g
の
派
遣
と
活
動
に
要
す
る
引
用
と
し
て
「
大
学
」
が
分
相
金
を
徴
集
し
た
こ
と
が
、

《

訂

〉

い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
乙
の
分
担
金
は
す
べ
て
の
教
師
、
学
生
に
課
せ
ら
れ
、

の
山
町

2
宮
5
8
ロロ－

5
m
s
t
H
H
5
5
0
に
相
当
す
る
額
で
あ
っ
た
。

っ
て
，
川
矢
と
す
る
が
、
爾
後
、

二
月
の
「
大
学
」
側
史
料
に
お

こ
の
制
度
は

各
人
の
一
週
間
分

こ
の
史
料
に
お
け
る
の
を
も

（

柑

）

こ
の
方
法
が
く
り
か
え
し
採
用
さ
れ
る
乙
と
に
な
る
。

〔

抑

）

「
大
学
」
の
財
政
状
態
や
組
織
の
形
態
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
知
見
を
我
々
に
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
財
政
状

「
大
学
」
は
当
時
、
共
同
の
財
源
、
収
入
源
を
も
た
ず
、
担
保
と
し
て
供
し
得
る
動
産
・
不
動
産
も
所
有
し
て
い
な
か

そ
の
金
額
は

σロ
円
回
目
と
呼
ば
れ
、

ヴ
ロ
ロ
回
に
つ
い
て
の
言
及
は
、

「
大
学
」
が
金
銭
上
の
必
要
に
辿
ら
れ
る
と
き
、

態
に
閃
し
て
は

っ
た
。

「
大
学
L

の
組
織
に
つ
い
て
は
、
分
担
金
の
徴
集
が
、
各
「
学
部
」
の
枠
の
な
か
で
、
自
由
科
に
閲
し
て
は
各
「
ナ
チ
オ
」
の
枠

コ
レ
ク
テ
イ
ゲ

f
テ

「
学
部
」
、
「
ナ
チ
オ
」
と
い
っ
た
別
個
の
集
合
体
か
ら
構
成

「
大
学
」
は
、

の
な
か
で
な
さ
れ
る
、
と
の
記
載
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
、

「
大
学
」
の
実
体
と
は
、
そ
れ
ら
の
集
令
休
の
迎
合
体
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
同
時

に
、
汽
川
、
す
で
に
組
織
化
が
す
す
ん
で
い
た
「
ナ
チ
オ
」
の
み
な
ら
ず
、

「
上
級
学
科
」
の
教
師
の
組
織
、
即
ち
「
学
部
」
も
終
備
さ

れ
つ
つ
あ
っ
た
乙
と
を
物
語
っ
て
い
た
。

の
「
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
」
以
前
に
は
、

一
二
五
四
年

（

叩

）

同
問

2
－H
丘
町
田
な
る
語
が
凹
「
学
部
」
を
明
示
し
な
が
ら
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

一
二
五
三
年
の
規
約
は
、

「
大
学
」
の
最
初
の
日
律
的
規
約
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

パ
リ
大
学
に
お
け
る
托
鉢
修
道
会
問
題
（
承
前
）

（
大
嶋
）

一
六
七



パ
リ
大
学
に
お
け
る
托
鉢
修
道
会
問
題
（
承
前
）
（
大
柏
町
）

－L〉
L

－F

，J
，，， 

乙
れ
ら

ω一
平
柄
を
併
せ
考
え
れ
ば
、
パ
リ
「
大
学
」
の
組
織
の
整
備
は
、
托
鉢
修
道
会
問
題
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
と
考

え
る
乙
と
が
で
き
よ
う
。

ハ註〕

（7
）
拙
稿
「
パ
リ
大
学
に
お
け
る
托
鉢
修
道
会
問
題
｜
｜
ド
ミ
ニ
コ
会
の
大
学
進
出
を
中
心
に
｜
｜
」
、
『
史
淵
』
第
行
十
六
輯
（
昭
和
五
四
年
）
、

一
一
一
｜
一
七
四
頁
。

（8
）
ハ
ubhH司、
HshhHミ
s
a
qお
帆
巴
町
立
た
ね
師
、
hH司、なな芯・た
h－
hva
・
M
M
W
吋
同
－
U
凹

ZH司
F
何
冊
同
開
・
0
国
〉
斗
伺
F
〉『
Z
－
H・
H

・句胆一吋目的－

M
∞
∞
也
（
同
hv山田匂
H－s
h
x
y

切

2
H
a
z
p
H唱
団
酔
）
・
〔
以
下
、
。
・
円
、
・
、
・
と
略
記
し
、
巻
数
は
記
さ
な
い
〕
、
ロ
0

・
N
O
D
－
ヲ
M
8
1
M
M
叶・

（8
！
と

isR－唱－
N
8・－－四ロ冊目叶
1
由・

（
8
l
b）
包
礼
子
司
・
M
M
由・民間口
8
5
1
H由・

（
8
l
c）

LSR－
－
M

8
・
ロ
何
回
自
民
1
M
M
－

ハ
8
｜
d
）」

G
R・－。・
M
M
J
F
E
間口

g
H
I朗・

（
8
l
e〉

i

言、－－

HU・
M
N
N
gロ曲目印
la
・

（9
）
U
C
E
H
F
－
q
h
w
－nH
．H・－唱－
g
・
ま
た
、
ド
ミ
ニ
コ
会
に
と
っ
て
、
各
修
道
会
の
も
つ
神
学
講
座
に
制
限
す
る
規
定
は
、
遡
及
的
効
力
を
も
た
な
い
決
定
で

あ
り
、
現
状
に
そ
れ
を
適
用
す
る
は
、
権
限
の
乱
用
で
あ
る
と
解
さ
れ
た
〈
昌
弘
子
匂
・
ロ
H
）。

（
叩
）
冨
問
。
国
〉
C
U
l
ρ
C
〉
Z
4
2・N

い
時
札
さ
む
ミ
輔
守
町
立
た

R
3・
H
V

・明白
N
・

（
日
）
ミ
シ
ョ

l
・
カ
ン
タ
ン
は
、
「
ウ
ニ
ヴ
ェ
ル
シ
タ
ス
」
の
機
能
を
判
断
す
る
基
準
の
一
つ
と
し
て
、
裁
治
権
吉
広
島
丘
町

g
と
と
れ
に
基
づ
く
自
己

規
制
凹
g
E
H
を
あ
げ
て
お
り
〈
門
、
ミ
ミ
2
h
H
a
h－
匂
・
自

9

2・
）
、
グ
ェ
ル
ジ
ェ

H
・
〈
回
突
出
同
は
、
「
大
学
」
の
法
人
格
を
問
う
と
き
、
そ
の
要

件
の
一
つ
と
し
て
、
自
ら
内
部
規
制
を
行
な
っ
て
い
た
か
（
規
約
の
問
題
）
を
と
り
あ
げ
て
い
る
（
h
s
s輔
を
時
三
室
haHh
ミ口、
s
h
h
p

】

V
R
F

H
由
吋

ω・目
u

・
ωAFlω
叩
）
。

（
ロ
）
一
二

O
八
年
、
イ
ン
ノ
ケ
ン
チ
ウ
ス
三
世
は
、
パ
リ
「
大
学
」
の
規
約
制
定
権
と
そ
れ
に
服
さ
ぬ
者
の
追
放
権
を
暗
黙
の
う
ち
に
認
め
、
一
一
二
五

年
の
ロ
ベ
ー
ル
・
ド
・
ク
ー
ル
ソ
ン
の
規
約
、
三
三
二
年
の
「

HURg問問
n
S己釘
E
g」
は
、
規
約
制
定
権
お
よ
び
罰
則
を
と
も
な
う
そ
の
強
制
権

を
線
認
し
た
〈
宮
お
戸
P
C
U
1
ρ
ロ〉

2
2
2・
qミ
色
町
立
な
2
・匂－

E
a
お
よ
び
。
・

8
3
。
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
規
定
制
定
権
は
イ
ン
ノ
ケ
ン
チ 四
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兵
iυ
’
nolentes

conscientiemetu 
dicta 

jurare statuta 
...¥J仰

ニ
い
ニ
時

(C.U.P., no. 
273, 

p. 
310) 

0
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入
Y
え

ι＂
K
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1ド
・
ロ
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11
Kti'-\J9給

契
！
，
！
』
ヰ
ニ
い
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~:ii牛
講
話
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「
Eき
邸
黒
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congregatione
clandestina

慢
話
~
，

.r- .；； ~...\J-,4)Jヨ
で
い
ニ
時
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（自）
R
A
S
H
 DALL, 

oρ. 
cit., 

p. 
377 

』ヰム
6;'.)

note 2. 

（出）
Cf. 

C
.
U
.
P
.
,
 no. 

1, 
p. 

59-61. 

（口）
Ibid., 

n
o
 
79, 

p. 
137 

138
：…・..

aut 
q
u
o
d
 
absit 

vel 
alicui 

v
e
s
t
r
u
m
 
injuria 

vel 
excessus 

inferatur enormis, 
utpote 

mortis vel m
e
m
b
r
i
 mutilationis, nisi 

congrua monitione premissa infra 
quindecim 

dies 
fuerit 

satisfactum, liceat 
vobis 

u
s
q
u
e
 ad satisfactionem 

condignam 
suspendere lectiones. 

Et si 
aliquem 

v
e
s
t
r
u
m
 indebite 

incarcerari contigerit, 
fas 

sit 
vobis, 

nisi monitione prehabita cesset injuria, 
statim alectione cessare, 

s
 i
 ta
m
e
n
 id 

videritis 
expedire. 

(~
) 

Cf. 
P
 .GLORIEUX, Repertoire 

des 
maitres 

en theologie 
de Paris 

a
u
 X
I
I
!
"
 siecle, 

2
 t., 

Paris, 
1933 

34
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特
有
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304 
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1
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入
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C. U

.
 P. no. 20. p. 79: U

t
 a
u
t
e
m
 ista inviolabiliter 

observentur, 
o
m
n
e
s
 qui contumaciter contra hec statuta nostra 

venire presumpserint, 
nisi 

infra quindecim 
dies 

a
 die 

transgressionis 
c
o
r
a
m
 universitate m

a
g
i
s
t
r
o
r
u
m
 et 

scolarium, 

vel 
c
o
r
a
m
 aliquibus 

ab Universitate constitutis 
p
r
e
s
u
m
p
t
i
o
n
e
m
 
s
u
a
m
 curaverint 

emendare, 
legationis 

q
u
a
 f
u
n
g
i
m
u
r
 

auctoritate 
vinculo 

excommunicationis innodavimus 

（詩）
Ibid., no. 230, 

p. 255: ...... ne similem 
rebellionem 

in aliquibus m
a
g
i
s
t
r
o
r
u
m
 
experiremur 

imposterum, 
u
回
nimiter

d
u
x
i
m
u
s
 statuendum ut...…
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219, 
p. 

243.
特
例
主
主
主
主
’

I
 11
同
I11母

~-0!:/~•N二
~
取

;W,~11110民
和
子

-0...\Jllli'.宮
以
’

-M-t<v.inr<
~
え
小
刻
日
呉
吋
必
尋
~
時
！
己

E雪量生
81都

立
Gill話

mils
時
J-,4Jft砲事審

J
ド
ユ

>(le

(c::1
一
回
）

Ibid., 
p. 

243, 
lignes 

5-11. 
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コ
ト
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記
議
士
袋
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縦
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て
＝－→

く
か
は
4ヰ
2ご

時
忠
之
重
土
整
担
〈
可
三
週
（
：
引
豆
）

（→くさ）

(C::-..o) 
Ibid., 

p.243, lignes 
11 

12. 

CC::-
u) 

Ibid., 
p. 

243, 
lignes 

16-19. 

(
 

c::
ー
℃
）

Ibid., 
p. 

243, 
lignes 

19-26. 

（
お
一
叫

Ibid.,
p. 

243, 
lignes 

26-31. 

(
 

8:J) 
R
A
S
H
D
A
L
L
,
 
oρ. 

cit., 
p. 

378. 

（自）
M
I
C
H
A
U
D
-
Q
U
A
N
T
I
N
,
 
L
e
 droit 

universitaire, 
p. 

584. 

1
 

+10 

(~
) 

C.U.P., 
no. 

222, 
p. 

247: S
e
d
 quia dicti fratres 

id 
sine 

conniventia sedis 
apostolice 

facere noluerunt，
…
 

([G) 
Ibid., 

no. 
230, 

p. 
255: ..・...

,
 nichilominus 

t
a
m
 e
n
 s

u
u
m
 
renuerunt 

prestare 
consensum, nisi 

s
u
b
 conditione pre-

dicta de d
u
a
b
u
s
 scolis 

perpetuo concedendis, propter q
u
a
m
 conditionem ratione iam dicta n

o
n
 acceptatam a

 nobis eidem 

statuto, 
q
u
a
n
t
u
m
 in 

ipsis 
fuit, 

pertinaciter 
restiterunt et 

a
d
h
u
c
 renituntur.

袋
持
’

え
＝
、
4く
許

):,l』ヰ：！；：i-Q忠
教
主
製
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盟
主
i

E宝
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識
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忠
明
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〈
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生
還
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包！
現
拘
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["¥ 

Ii',
入
ホ

H
κ
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（
『
〈
争
〈
軒

家
J
’き去
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1ご；y

！伊
I)

1
兵
ぽ
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主
主
将
時
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（お）
Cf. 

D
U
F
E
I
L，。

ρ.
cit., 

p. 
97. 

（お）
C.U.P., 

no. 
222, 

p. 
247-248. 

(~
) 

lbid.,no. 
224, 

p. 
249. 

(~
) 

Ibid., 
no. 

225, 
p. 

250. 

(
 

;is) 
R. M

O
R
T
I
E
R
,
 H

 istoire 
des maitres 

g
e
n
e
r
a
u
x
 de l'Ordre 

des 
F
ゆ
res

Precheur s, 
t. 

I. 
Paris, 

1903, 
p. 

440-441. 

(;;l) 
M
I
C
H
A
U
D
-
Q
U
A
N
T
I
N
,
 
L
e
 droit 

universitaire, 
p. 

585-586. 

(~
) 

M
I
C
H
A
U
D
-
Q
U
A
N
T
I
N
,
 
Universitas, 

p. 
40 

43: Idem., L
a
 conscience 

d'etre 
m
e
m
b
r
e
 d'une 

universitas, 
p. 

11. 

(1:3) 
C.U.P., no. 

230, 
p. 

255-256. 
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~
C
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設
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択
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et 
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prelatis, 
n
e
c
n
o
n
 capitulis 

scholaribus 
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主
型
的
。

（お）
DUFEIIL，。

ρ.
cit., 

P. 
105. 

（お）
M
I
C
H
A
U
D
-
Q
U
A
N
T
I
N
,
 
L
e
 droit 

universitaire, 
p. 

587. 
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P
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K
E
O
N
,
 
T
h
e
 status of the University of 

Paris as 
Parens scientiarum: an episode in the development of its 

auto-

n
o
m
y
,
 
in 

Speculum, 
X
X
X
I
X
 (1964), 

p.656-657. 
83:吾

輩
幸
運
’
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主
主
蛍
緊
Q
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括
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ム
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f-1-lQぺ
1小
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D
.
D
o
u
r
n
,
 
T
h
e
 conflict 

between the 
Seculars 

a
n
d
 
the 

M
e
n
d
i
c
a
n
t
s
 
at 

the 
University 

o
f
 Paris 

in 
the 

13th 

Century, 
London, 

1954, 
p. 

7. 
Cf. P

.
G
R
A
T
I
E
N
,
 
Histoire de la 

fondation et 
de l’evolution 

de l'ordre 
des 

Mineurs, 

G
e
m
b
l
o
u
x
,
 
1928, 

p. 
201-202 

.；ヰム五
b

note 2. 

(?/3) 
M
I
C
H
A
U
D
-
Q
U
A
N
T
I
N
,
 
L
e
 droit 

universitaire, 
p. 

586-587 
h!
ム五
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（
~
店
経
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粧

主
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的
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4くミネ

J
e;G

ギ
相
対
柄
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J
-lQ 
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DUFEIIL，。
ρ，

cit.,
p. 

116. 
Cf. 

P. G
L
O
R
I
E
U
X
,
 
L

号
conflit 

d
e
 
1252-1257 a

 la 
lumiere 

d
u
 M
e
m
o
i
r
e
 de Guillaume d

e
 

Saint-Amour, 
dans Recherches de 拍

手
ologie

ancienne et 
medievale, 

X
X
I
V
 (1957), 

p. 
366. 

（弓）
M
C
K
E
O
N
 op. 

cit., 
p. 

657. 

(;,]) 
DUFEIL, 

op. 
cit., 

p.115-116., 
DOUIE, 

oρ. 
cit., 

p. 
7., 

M
O
R
T
I
E
R
,
 
oρ. 

cit., 
p. 

446-448. 
、
マ
入
＼
』
ト
入

Yト主、
κ
団
事
!ti

稲
本
立

三
日

1
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若
手
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a
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m
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忠
認
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司
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偲
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記
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(C.U.P., no. 240, 
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267-270., Cf. 
DUFEIL, 

oρ. 
cit., 

p. 
127 

31.
）
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（ミ）
C.U.P., 

no. 
237, 

p. 
265. 

（ミ）
Ibid., 

no. 
169, 

p. 
199: C

u
m
 igitur 

sicut 
a
c
c
e
p
i
m
u
s
 
q
u
i
d
a
m
 
ex 

vobis 
ad 

tractanda negotia Universitatis 
vestre 

c
o
m
m
u
n
i
t
e
r
 deputati 

statut 
quedam, 

ordinationes 
et 

alia, 
q
u
e
 utilitati 

et 
honori 

vestro 
c
o
n
g
r
u
e
 
noscuntur, certa 

pena et juramentis interpositis decreverint observanda, 
universitatem vestram rogamus, m

o
n
e
m
u
s
 et h

o
r
t
a
m
u
r
 attente 

per apostolica vobis 
scripta mandantes, 

quatinus 
si 

est 
ita, 

statutae 
to 

rdinationes 
predicta ac alia 

provide ordinata 

studeatis inviolabiliter 
observare. 

(~
) 

Ibid., 
no. 

238, 
p. 

265., 
no. 

239, 
p. 

266. 

（事）
A
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R
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日
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白
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F
r
a
n
c
e
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t. 
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(1922), 
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パ
リ
大
学
に
お
け
る
托
鉢
修
迎
会
問
題
（
承
前
〉

（大川町）

ーじ

（門別）（リ・円、－
M
U

－－ロ
0

・N
ω
F
H
U
－
M
印∞
I
N
S
－

（川崎）

Q
・巴－
J

門O
C
F
O
C
印刷－

hhH
〉

E
H
t
s
S
H
h
h
q
lミ
な
さ
む
誌
な
号
、
円
、
3
3
s
d凡
な
丸
町
、
hHM仏
h
h崎町仇ロミ
E
3
2
b
h
a
・、．
3
え
な
阿
古

h
N
W
F

】

U
白
H
－M

P

H
申

ω由・

（川叩）

Z
H
n国
〉

C
ロー
ρ
C〉

Z
2
z
w
h同丸、、
qN，HS4HN、町立た
3
2・
HV
－
m∞∞・

（
叩
）
森
山
汁
、
「
パ
リ
大
学
形
式
期
の

3
2
z
g
（一二
O
O
l
一
二
五
O
）」、

『
史
淵
』
、
第
百
十
五
絹
（
昭
和
五
三
年
）

一
三
八
頁
。

E

ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル
四
世
と
「
大
学
」
の
権
利

ノー、

一、.＿／

「
ρ己
山
田
H

』円四ロロ
5
4

－gmw」

一
二
五
円
年
二
一
月
七
日
、
イ
ン
ノ
ケ
ン
チ
ウ
ス
問
悦
が
他
界
し
、

ニ
巴
口
問
5
0
門
出
印
巾
問
巳
が
ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル
四
世
と
し
て
教
皇
の
座
に
登
っ
た
。
新
教
皇
は
登
位
後
た
だ
ち
に
托
鉢
修
道
会
支
持
の
立

場
を
鮮
明
に
表
明
し
た
。
一
二
月
二
二
日
に
は
、
「
Z
R
E
g
E
Z
B
」
を
発
布
し
、

（

日

）

な
っ
た
托
鉢
修
道
会
士
の
特
権
制
限
の
決
定
を
撤
回
し
た
。

一
二
日

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
保
護
板
機
卿
リ
ナ
ル
ド
・
デ
ィ
・
セ

前
任
教
皇
が
「
開
門
回
目
白
色
自
由

2
5」
に
お
い
て
行

ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル
四
世
の
こ
の
態
度
が
パ
リ
「
大
学
」
に
お
け
る
托
鉢
修
道
会
問
題
に
及
ぶ
の
は
翌
一
二
五
五
年
四
月
以
降
に
な
っ
て

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
問
題
に
関
し
て
同
教
皇
は
、
在
俗
聖
職
者
の
聞
に
広
範
に
み
ら
れ
る
托
鉢
修
道
会
に
対
す
る
不
満
は
、
パ
リ
「
大
学
」

で
の
紛
争
の
結
果
で
あ
る
と
考
え
、
在
俗
教
師
の
煽
動
の
結
果
で
あ
る
と
の
認
識
に
立
ち
、
「
大
学
」
の
服
従
を
か
ち
と
る
ζ

と
を
、
そ

の
基
本
的
な
方
針
と
い
問
。
同
教
皇
が
と
っ
た
具
体
的
な
措
置
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
パ
リ
「
大
学
」
に
托
鉢
修
道
会
系
教
師

そ
の
制
度
、
機
構
を
再
編
成
す
る
と
と
で
あ
る
。
第

「
大
学
」
を
自
ら
の
定
め
に
「
法
」
に
従
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

を
復
帰
さ
せ
、

二
に
、
パ
リ
「
大
学
」
の
反
托
鉢
修
道
会
運
動
の
指
導
者
を
糾
弾
し
、
彼
ら
を
孤
立
さ
せ
、
そ
の
運
動
を
終
息
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル
四
世
は
、
パ
リ
「
大
学
」
宛
に
教
勅
「

ρ
5丘
町
四
ロ
ロ
ヨ
ユ

S
E
A生
命
の
樹
の
ご
と

一
二
五
五
年
四
月
一
四
日
、



く

V
を
発
し
た
。
こ
の
教
勅
は
、
在
俗
教
師
と
托
鉢
修
道
会
士
と
の
対
立
事
件
に
閲
し
て
教
皇
が
行
な
っ
た
裁
定
で
あ
る
と
と
も
に
、

ロ

あベ
るG1 
o》 Jレ

ド

ク

Jレ

ソ
ン
0) 

規
約

「－
um戸
店
ロ
曲
目
口
町

3
2
R
E出
」
に
つ
ぐ

ロ
1
7
教
皇
庁
側
が
、
パ
リ
「
大
学
」
に
課
し
た
「
法
」
で

ー「
ρ 
己
s:>l 
en 

OQ 

ロ
ロ
呂

〈

S!:' 54 
山 V

Lー

lま

そ
の
官
頭
で
パ
リ
「
大
学
」
一
二
五
三
年
以
降
の
事
件
の
経
過
を
記
述
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
前
任
教
皇
が
行
な
う
は
ず
で
あ
っ
た
問
題
を
解
決
す
る
と
述
べ
た
の
ち
、
ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル
四
世
は
、

一
二
五
四
年
の
「
大
学
」
規
約
の
規
定
に
言
及
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
な
事
項
を
定
め
た
。

へ
の
讃
辞
を
述
べ
、

一
二
五
二
年
の
神

学
教
師
団
規
約
、

イ・

パ
リ
の
神
学
講
座
に
つ
い
て

神
学
の
教
授
免
許
の
交
付
に
関
し
て
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
が
定
め
た
手
続
に
則
る
こ
と
と
し
、
カ
ン
ケ
ラ
リ
ウ
ス
は
、
修
道
会
土

で
あ
れ
在
俗
聖
職
者
で
あ
れ
｜
｜
前
者
の
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
す
で
に
講
座
を
保
持
す
る
修
道
会
に
属
す
る
か
否
か
に
よ
る
差
別
な
し

に
ー
ー
ー
教
師
志
願
者
の
適
性
の
み
を
考
慮
し
て
、
教
授
免
許
を
交
付
す
る
こ
と
。
ま
た
、
カ
ン
ケ
ラ
リ
ウ
ス
は
、
同
一
修
道
会
に
複
数
の

円一

M
l
a
v

講
座
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
さ
れ
た
。

（ロ）

パ
ケ
ラ
リ
ウ
ス
の
実
習
授
業
に
つ
い
て

パ
ケ
ラ
リ
ウ
ス
が
行
な
う
実
習
授
業
は
、
教
師
に
な
ら
ん
と
す
る
者
が
通
常
行
な
う
べ
き
課
程
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
志
願
者

ω力
量
い

（
制

l
b）

ど
ζ

で
実
施
さ
れ
て
も
よ
い
。

か
ん
で
、
免
除
さ
れ
得
る
。
実
習
授
業
は
し
か
る
べ
き
公
的
な
場
所
で
あ
れ
ば
、

、叫
11v、「

大
学
」
が
新
た
に
そ
の
構
成
員
と
な
ら
ん
と
す
る
者
に
課
す
宣
誓
は
、

特
別
な
場
合
（
例
え
ば
、

「
大
学
」
の
構
成
員
の
な
す
べ
き
宣
誓
に
つ
い
て

「
大
学
」
の
討
議
の
秘
密
を
漏
ら
さ
な
い
と
い
う
内
容

ω宣

「
大
学
」
の
最
大
の
利
絡
に
係
る
場
介
）
に
は
、

そ
の
秘
密
事
項
を
漏
ら
す
こ

と誓
も t::.:
mニけ
さ lこ
れ門限
得514定
る乙さ
。れ

る

ナこ
だ
し

川
門
講
議
停
止
に
つ
い
て

パ
リ
大
学
に
お
け
る
托
鉢
修
道
会
問
題
（
承
前
〉
（
大
嶋
）

ー七



パ
リ
大
学
に
お
け
る
托
鉢
修
道
会
問
題
〈
承
前
）
（
大
嶋
）

一
七
四

「
大
学
」
に
対
し
て
不
正
が
な
さ
れ
た
場
合
、
二
週
間
以
内
に
償
い
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
ま
た
必
要
と
あ
ら
ば
即
刻
、
講

とだ義
さA し 4・F
れヤ、止
ミ~i 講堂

w 義汀
屈な

止ビ
カ宝 f守
決之i
定’
文講
ii,墾
~ t! 
は安

定
神さ
学

れ部
をれ

ばは
じ
め在

俗
他三4

2高
山一：ロ修
υ 道
教ム
師＂＇；；
団；；己
l乙；当

おす

主義
も両
三を
分間
のわ
二ず
以参
上加
のせ
教ね
師ば
のな
同ら
意な
がい
必
要た

「
大
学
」
か
ら
追
放
さ
れ
た
托
鉢
修
道
会
系
神
学
教
師
（
乙
と
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
二
名
の
ド
ミ
ニ
コ
会
士
の
み
で
あ
る
）
に
つ
い

そ
の
処
分
は
、
彼
ら
が
一
二
五
三
年
の
規
約
へ
の
宣
誓
の
当
否
を
問
い
合
わ
せ
中
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
無
効
で
あ

り
、
彼
ら
を
教
皇
の
至
上
権
に
も
と
づ
い
て
含

5
2
2
3
z
a丘
町
立

g
E
L
o
「
大
学
」
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
。

ホ
て
は
、「

D
S丘
ロ
問
ロ
ロ
自
己
S
叩
」
の
規
定
の
な
か
で
我
々
が
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
附
の
規
定
で
あ
ろ
う
。
と
ζ

に
お
い
て
、

一
二
五
二
年
以

降
「
大
学
」
が
主
張
し
た
修
道
会
系
教
師
の
増
加
を
阻
止
す
る
、
と
い
う
テ
l
ゼ
が
否
定
さ
れ
た
の
は
明
き
ら
か
で
あ
る
。

は
、
一
二

O
七
年
来
の
、
パ
リ
に
お
け
る
神
学
講
座
数
の
制
限
を
、
実
質
的
に
解
除
し
た
規
定
と
解
す
こ
と
が
可
能
で
あ
卵
、
ま
た
、
そ

の
規
定
は
、
講
座
の
設
置
、
撤
廃
に
「
大
学
」
の
権
利
が
及
が
な
い
と
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
同
に
み
ら
れ
る
、
パ
ケ
ラ
リ
ウ
ス
の
実

習
授
業
の
免
除
規
定
が
企
図
す
る
と
と
ろ
は
、
ロ
ベ
ー
ル
・
ド
・
ク
l
ル
ソ
ン
の
規
約
に
定
め
ら
れ
た
修
学
規
定
（
と
と
で
は
特
に
神
学
に

に
依
ら
ず
、
い
わ
ば
変
則
的
な
修
学
課
程
を
経
て
パ
リ
の
神
学
教
師
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
托
鉢
修
道
会
系
学
生
の
教

乙
の
規
定

関
し
て
）

師
昇
進
を
正
当
化
す
る
乙
と
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
よ
う
。
悼
の
規
定
は
「
大
学
」
側
か
ら
、
講
義
停
止
を
実
質
的
に
無
効
と
な
す
規
定

で
あ
る
と
見
倣
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
と
と
し
、
と
こ
で
は
、
そ
の
規
定
が
、
講
義
停
止
を
行
な
う
さ
い
の
手
続
、

条
件
を
定
式
化
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

「
D
S回
二
日
間
ロ
ロ
自

4
M
g
o」
は
「
大
学
」
が
行
使
し
た
権
利

1
l規
約
制
定
権
、
構
成
員
の
追
放
権
、
講
義
停

全
体
と
し
て
言
え
ば
、

止
権
な
ど
｜
｜
自
体
を
否
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
教
勅
は
教
皇
が
教
皇
の
権
威
に
も
と
づ
い
て
パ
リ
「
大

学
」
に
交
付
す
る
規
定
に
よ
っ
て
、
「
大
学
」
の
決
定
事
項
が
変
更
さ
れ
、
修
正
さ
れ
、
ま
た
制
限
を
う
け
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
っ



た。
ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル
四
世
は
、
「
ρ
s
m二日間口
c
s
t
g由
」
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
事
項
が
遵
守
さ
れ
る
べ
く
、
そ
の
発
布
と
同
時
に
二

通
の
書
簡
を
送
っ
た
。
そ
の
一
通
は
パ
リ
の
神
学
教
師
に
宛
た
も
の
で
、
彼
ら
に
托
鉢
修
道
会
に
所
属
す
る
教
師
を

gロ凹
O

三
宮
自
に

受
け
入
れ
る
よ
う
命
じ
、
二
週
間
以
内
に
乙
の
命
令
に
従
わ
な
い
者
は
、
そ
の
と
と
故
に

o
呂
n
E
B
と

z
s
p
z
g
が
停
止
さ
れ
る

旨
が
述
べ
ら
れ
品
。
他
の
一
通
は
オ
ル
レ
ア
ン
お
よ
び
オ
l
セ
ー
ル
司
教
に
宛
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
教
皇
は
、
「

D
S回二日間
E
B

そ
の
た
め
に
、
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
教
会
罰
に
訴
え
る
乙
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

t
g叩
」
の
規
定
事
項
の
施
行
の
任
を
両
司
教
に
与
え
、

f、
一一、＿，

「
何
回
品
目
阿
国
呂
田
ユ
z
a
E
Z」

パ
リ
「
大
学
」
が
「

ρ
E間山口問ロロ
s
t
g叩
」
を
受
け
取
っ
た
の
は
六
月
は
じ
め
の
乙
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
「
大
学
」
側
の
反

応
を
我
々
に
知
ら
せ
る
史
料
は
、
一

O
月
二
日
付
の
教
皇
宛
の
文
書
「
岡
田
島
町
田
呂
田
片
山

z
a
E目
」
で
あ
る
。

六
月
以
降
「
大
学
」
の
と
っ
た
行
動
を
「
何
回
虫
凶
回
呂
田
目
立
ロ
岱
宮
町
田
」
に
則
し
て
記
せ
ば
、
次
の
ど
と
く
で
あ
る
。
パ
リ
の
〔
在
俗
〕
教

師
、
学
生
は
、
托
鉢
修
道
会
士
の
「
大
学
」
へ
の
復
帰
を
拒
否
し
た
ζ

と
。
彼
ら
は
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
「
大
学
」
か
ら
離
脱
し
た
こ

と
（
「
大
学
」
の
解
体
）
。
彼
ら
は
ま
た
、
「

ρ
E回目ロ岡田口
g
i
g
o」
中
の
講
義
停
止
に
関
す
る
規
定
を
、
「
大
学
」
の
最
大
の
自
己
防

術
手
段
を
奪
う
も
の
と
見
倣
し
て
い
た
こ
と
。
「

D
S巴
民
間
E
H
B
i
g巾
」
を
遵
守
し
な
か
っ
た
が
た
め
に
、
「
大
学
」
構
成
円
以
は
オ
ル

レ
ア
ン
、
オ
l
セ
ー
ル
両
司
教
に
よ
っ
て
破
門
さ
れ
た
が
、
彼
ら
は
そ
の
破
門
が
彼
ら
に
よ
る
「
大
学
」
解
体
後
に
下
さ
れ
た
も
の
で
、

無
効
で
あ
る
と
主
張
し
た
こ
と
。
そ
し
て
、
教
皇
に
破
門
の
取
り
消
し
を
要
求
し
、
托
鉢
修
道
会
士
の
「
在
俗
教
師
共
同
体
」
へ
の
復
帰

を
強
要
し
な
い
よ
う
要
請
し
た
乙
と
。

こ
う
し
た
事
実
経
過
の
な
か
で
、
我
々
の
関
心
か
事
り
し
て
ま
ず
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
は
、

ル
シ
タ
ス
」
の
構
成
員
が
一
致
し
て
彼
ら
の
構
成
す
る
「
ウ
ニ
ヴ
ェ
ル
シ
タ
ス
」
を
離
脱
し
、
そ
の
存
在
を
消
滅
さ
せ
る
例
は
、

「
大
学
」
の
解
体
で
あ
る
。

「
ウ
ニ
ヴ
ェ

乙
の
一

パ
リ
大
学
に
お
け
る
托
鉢
修
道
会
問
題
（
承
前
）
（
大
嶋
）

F七
五



パ
リ
大
学
に
お
け
る
托
鉢
修
道
会
問
題
〈
承
前
）

（大嶋）

一
七
六

二
五
五
年
の
パ
リ
「
大
学
」
の
例
が
唯
一
の
も
の
で
あ
り
、
い
か
な
る
法
規
定
も
、
か
か
る
例
を
予
期
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
我
々
は
、

「
大
学
」
の
在
俗
教
師
と
学
生
が
、
「
大
学
」
の
解
体
を
自
分
た
ち
の
権
利
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
何
回
2
H

ω呂
田
ユ

z
a
E目
」
の
な
か
で
彼
ら
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
八
我
々
は
、
自
分
た
ち
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
し
て
、

「
大
学
」
の
恩
典
と
特
典
と
を
放
棄
し
、
貴
下
〔
ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル
四
世
〕
の
権
利
と
命
令
と

個
々
に
「
大
学
」
を
離
れ
た
。
我
々
は
、

に
敬
意
を
表
し
つ
つ
も
、
我
々
の
権
利
を
行
使
し
、
彼
ら
〔
ド
ミ
ニ
コ
会
士
〕
を
も
成
員
と
す
る

g
a
z
s

言
し
た

V
と。

か
ら
分
離
す
る
こ
と
を
宣

「
大
学
」
構
成
員
の
こ
う
し
た
権
利
宣
言
は
、
彼
ら
の
共
同
体
観
の
鮮
明
な
表
明
と
対
を
な
し
て
い
る
。
彼
ら
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で

加
入
し
、

は
、
目
o
n笠
宮
は
構
成
員
の
友
愛

mEEHg
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
何
人
も
そ
の
者
の
意
に
反
し
て
臼
o
n
u
s
臼
に

つ
制
】

そ
こ
に
と
ど
ま
り
つ
づ
け
る
よ
う
強
制
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
彼
ら
は
、
彼
ら
と
共
同
歩
調
を
と
ら
ぬ
者
と
同
一
の
共
同
体

を
形
成
す
る
と
と
を
拒
否
す
る
。
八
我
々
は
、
彼
ら
〔
ド
ミ
ニ
コ
会
士
〕
が
講
座
を
保
持
し
、
在
俗
、
律
修
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
学
生
を

も
っ
と
と
を
禁
じ
る
こ
と
は
な
い
。
彼
ら
は
そ
う
す
る
と
と
を
望
み
得
る
し
、
そ
う
す
る
乙
と
が
で
き
る
。
：
：
：
彼
ら
が
我
々
を
都
市
の

ス

コ

ヲ

一
仰
に
平
穏
の
う
ち
に
置
い
て
く
れ
る
と
と
、
我
々
の
家
や
学
校
、
あ
る
い
は
在
俗
教
師
と
い
え
ど
も
が
出
漁
さ
れ
ぬ
こ
と
な
く
列
席
し
得

（

日

）

乙
れ
ら
を
除
い
て
、
我
々
は
彼
ら
に
何
物
も
盟
ま
な
い

o
V
こ
れ
ら
の
文
面

な
い
集
会
に
、
彼
ら
が
暴
力
的
に
入
り
と
ま
な
い
こ
と
、

か
ら
す
れ
ば
、
在
俗
教
師
の
い
う
「
大
学
の
解
体
」
は
托
鉢
修
道
会
士
を
そ
の
構
成
員
に
含
ま
な
い
、
共
同
体
の
存
在
を
意
味
す
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。

パ
リ
「
大
学
」
の
教
師
と
学
生
は
、

「
ρ
E
m－
－
日
間

E
5
4芦
田
叩
」
中
の
講
義
停
止
の
実
行
の
手
続
を
定
め
た
規
定
に
つ
よ
い
危
恨
を
抱

い
た
。
彼
ら
は
、

そ
の
規
定
に
従
え
ば
「
大
学
」
が
「
大
学
」
の
名
に
お
い
て
講
義
停
止
と
い
う
特
権
と
行
使
で
き
な
く
な
る
と
考
え

た
。
何
故
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
神
学
教
師
団
に
お
い
て
は
、
教
師
の
中
に
占
め
る
托
鉢
修
道
会
士
と
パ
リ
司
教
座
聖
堂
付
参
事
会
員
と

在
俗
教
師
と
の
比
率
か
ら
、
講
義
停
止
を
決
行
す
る
の
に
必
要
な
三
分
の
二
以
上
の
同
意
は
得
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。



「
大
学
」
が
「
大
学
」
の
名
に
お
い
て
享
受
す
る
諸
特
権
は
、
ち
ょ
う
ど
市
場
特
権
の
よ
う
に
、
そ
こ
に
参
集
す
る
教
師
、
学
生
の
滞
在

に
便
宜
を
与
え
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
「
権
威
」
が
利
益
を
得
る
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
、
在
俗
教
師
た
ち
は
認
識
し
て
い
た
。

そ
れ
故
、
彼
ら
は
講
義
停
止
特
権
の
空
調
化
の
危
機
に
あ
た
り
、
パ
り
を
去
る
こ
と
を
示
唆
し
た
の
で
払
封
。

（
一
ニ
）

ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル
四
世
の
対
応

ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル
四
世
は
、
一
二
五
五
年
一
二
月
に
発
し
た
四
通
の
教
勅
（
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
パ
リ
「
大
学
」
に
宛
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
）

を
も
っ
て
「
何
回
品
目
岡
田
自
民
主
包
宮
町
」
に
答
え
た
。

一
二
月
七
日
、
教
皇
は
パ
リ
の
カ
ン
ケ
ラ
リ
ウ
ス
に
対
し
て
、
「
D
己
目
的
日
ロ
伺
ロ
ロ
自
己
g
o」
を
遵
守
し
よ
う
と
せ
ぬ
者
に
教
授
免
許
を

交
付
し
て
は
な
ら
な
い
旨
、
命
令
T
U
M
o

同
日
付
で
、
同
内
容
の
命
令
を
聖
ジ
ュ
ヌ
ヴ
ィ
エ

i
ヴ
修
道
院
長
に
発
い
が
。
乙
の
教
皇
命
令

に
従
え
ば
、
「
大
学
」
の
教
師
が
教
授
免
許
授
与
に
さ
い
し
て
有
す
る
教
師
適
性
諮
問
権
は
機
能
し
な
く
な
る
。
「

D
S包
民
間
ロ
ロ
自

己
g
o」
を
認
め
る
と
と
が
、
教
授
免
許
を
交
付
さ
れ
る
た
め
の
決
定
的
な
条
件
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
認
め
る
乙
と
は
、
言
う
ま

で
も
な
く
、
教
皇
の
権
威
が
「
大
学
」
の
決
定
の
上
位
に
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
乙
と
を
意
味
し
、
ま
た
、

を
拒
否
す
る
教
師
団
に
加
入
し
得
な
い
乙
と
を
意
味
し
た
。

「
ρ
ロ
回
目
ご
釘
ロ
ロ
自
己
g
o」

一
二
月
七
日
に
は
、

ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル
四
世
は
、
さ
ら
に
オ
ル
レ
ア
ン
お
よ

び
オ
l
セ
ー
ル
司
教
に
も
教
勅
を
送
っ
た
。
そ
の
な
か
で
教
皇
は
、

な
輩
が
パ
リ
の
教
師
や
学
生
の
中
に
い
る
が
、
彼
ら
の
行
為
は
破
廉
恥
行
為
で
あ
る
と
述
べ
、

従
わ
な
い
教
師
と
学
生
を
八
名
指
し

V
で
破
門
に
処
す
る
よ
う
、
上
述
の
二
司
教
に
命
い
浪
。

一
二
月
一

O
目
、
教
皇
は
再
度
、
オ
ル
レ
ア
ン
、
ォ
l
セ
ー
ル
司
教
に
宛
て
教
勅
を
発

L
M。
教
皇
は
ま
ず
、
ギ
ヨ

l
ム
・
ド
・
サ
ン
・

タ
ム

i
ル
を
中
心
と
す
る
一
部
の
教
師
と
学
生
が
ド
ミ
ニ
コ
会
系
神
学
教
師
の
「
大
学
」
復
帰
を
拒
む
べ
く
「
大
学
」
を
去
り
、
術
策

を
汗
し
て
別
の
共
同
体
を
形
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
パ
リ
の
教
師
、
学
生
は
教
皇
の
命
令
を
受
け
入
れ
、
遵
守
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、

「
ρ
S回
目
民
間
ロ
ロ
自
己
g
o」
に
定
め
ら
れ
た
規
定
を
無
視
す
る
不
孫

「

ρ口
問
白
山
口
問
H
M
M
M
B

〈
山
仲
間
叩
」
に

つ
い
で
、

パ
リ
大
学
に
お
け
る
托
鉢
修
道
会
問
題
（
承
前
）

ハ大嶋）

一
七
七



パ
リ
大
学
に
お
け
る
托
鉢
修
道
会
問
題
（
永
前
）
（
大
嶋
〉

一
七
八

と
述
べ
た
。
つ
い
で
両
司
教
に
対
し
て
、
川
ギ
ヨ

I
ム
・
ド
・
サ
ン
・
タ
ム

i
ル
を
中
心
と
す
る
教
師
・
学
生
の
動
静
を
調
査
す
べ
き
こ

と
、
刷
、
ギ
ヨ

l
ム
・
ド
・
サ
ン
・
タ
ム

l
ル
や
他
の
神
学
教
師
が
、
ド
ミ
ニ
コ
会
所
属
の
神
学
教
師
の
「
大
学
」
復
帰
命
令
を
受
け
取
っ

て
か
ら
二
週
間
以
内
に
そ
う
し
な
い
場
合
に
は
、
彼
ら
の

O
B
n吉
B
と

σ
g
o由。
E
B
を
停
止
す
べ
き
と
と
、
川
口
教
皇
の
命
令
に
服
さ
な

い
パ
リ
の
他
の
教
師
・
学
生
の

σ
g
o
m
n
E
B
も
停
止
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
。
さ
ら
に
教
皇
は
伺
「
D
C
目
的
二
日
間
ロ
ロ
ヨ
三
宮
市
」
に

も
と
づ
い
て
下
さ
れ
た
破
門
宣
告
に
対
す
る
異
議
を
却
下
し
た
の
で
あ
る
。

一
二
月
一

O
日
付
の
こ
の
教
書
は
、

こ
う
し
た
事
項
を
記
載
し
て
い
る
と
と
も
に
、
教
皇
が
パ
リ
「
大
学
」
を
制
度
と
し
て
い
か
に
理

パ
リ
「
大
学
」
と
い
う
表
現
は
、
パ
リ
に

ま
た
「
大
学
」
と
い
う

解
し
て
い
た
か
を
知
ら
し
め
る
文
章
を
含
ん
で
い
る
。
ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル
四
世
に
よ
れ
ば
、

在
住
す
る
す
べ
て
の
教
師
・
学
生

l
l彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
団
体
あ
る
い
は
集
団
に
属
し
て
い
よ
う
と
も
、

的
on目
立
曲
目
を
離
脱
し
た
者
で
あ
っ
て
も
｜
｜
の
集
合
体
と
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
周
回
品
目
阿
国
自
由
ユ

z
a
Eと
に
は
、
四
「
ナ
チ
オ
」

の
印
璽
が
お
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
し
て
、
「
大
学
」
を
離
脱
し
た
教
師
と
学
生
は
、
「
大
学
」
と
は
別
個
な
法
的
存
在
で
あ
る
「
ナ
チ

オ
」
に
拠
っ
て
い
た
と
孝
ろ
り
払

μ。
ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル
四
世
の
見
解
に
従
え
ば
、
そ
の
「
ナ
チ
オ
」
の
構
成
員
と
言
え
ど
も
教
室
の
い

「
大
学
」
の
法
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
川
w

教
皇
に
よ
れ
ば
、
パ
リ
に
は
複
数
の
「
大
学
」

う
と
こ
ろ
の
「
大
学
」
構
成
員
な
の
で
あ
り
、

的
。
巳
叩
至
。
∞
は
存
在
し
得
な
い
。

一
二
五
六
年
一
月
二
八
日
、
教
皇
は
教
皇
庁
に
派
遣
し
た
］
U
2
2
3
Z円
2
の
活
動
費
の
分
担
金
支
払
い
を
教
師
、
学
生
に
強
制
し
た

「
大
学
」
の
命
令
の
撤
廃
を
命
以
、
二
月
一
七
日
に
は
、
そ
の
分
担
金
未
支
払
い
の
た
め
破
門
さ
れ
た
者
の
赦
免
を
命
じ

γ
。
そ
の
一
方

で
、
教
皇
は
パ
リ
の
神
学
教
師
と
な
る
ジ
ト
1
会
士
ギ
・
ド
・
ロ

l
モ
ヌ

て
二
人
の
枢
機
卿
の
下
で
行
な
い
、
教
皇
自
身
が
教
授
免
許
を
交
付
し
、

に
受
け
入
れ
る
よ
う
命
じ
た
。
教
皇
は
、

。
戸
同
日
仏
mw

－
Y

〉
己
目
。
ロ
叩

の
教
師
適
性
審
査
を
教
皇
庁
に
お
い

パ
リ
の
神
学
教
師
に
対
し
て
ギ
・
ド
・
ロ

1
モ
ヌ
を
彼
ら
の

円
。
ロ
目
。
三
日
ロ
ヨ

教
皇
自
身
が
パ
リ
の
ス
ト
ゥ
デ
ィ
ウ
ム
の
教
師
人
事
に
直
接
介
入
し
得
る
ζ

と
を
誇
示
し
た
の
で
あ
る
。



（凹〉

仲
裁
協
定
（
一
二
五
六
年
二
月
｜
三
月
）

一
二
五
六
年
二
月
、
パ
リ
「
大
学
」
の
紛
争
の
当
事
者
、
在
俗
教
師
と
ド
、
、
二
一
コ
会
と
を
和
解
さ
せ
よ
う

フ
ラ
ン
ス
の
高
位
聖
職
者
と
ル
イ
九
世
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
一
時
不
調
に
終
っ
た
も
の
の
プ
ル
ジ

サ
ン
ス
、
ラ
ン
ス
の
四
大
司
教
が
確
認
し
た
仲
裁
文
書
が
一
二
五
六
年
三
月
一
日
付
で
出
さ
お

γ

と
ζ

ろ
で
、
仲
裁
活
動
が
一
時
不
成
功
に
終
っ
た
と
と
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
史
料
は
、
唯
一
、
ギ
ヨ
l
ム
・
ド
・
サ
ン
・
タ
ム
l

ル
の
証
言
の
み
で
あ
り
炉
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
双
方
と
も
仲
裁
を
う
け
入
れ
る
と
と
を
約
束
し
て
い
た
が
、
ド
ミ
ニ
コ
会
は
、
教
皇

の
命
令
に
も
と
づ
い
て
で
は
な
く
、
｝
己
的
円
。
自
ヨ
ロ
ロ
o
に
も
と
づ
い
て
自
分
た
ち
が
「
大
学
」
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
文
書
を
も
っ
て

要
請
し
た
。
一
方
、
在
俗
の
学
徒
は
ド
ミ
ニ
コ
会
士
の
「
大
学
」
加
入
は
強
要
さ
れ
な
い
旨
を
主
張
し
、
善
後
策
を
検
討
す
る
た
め
に
猶

予
を
求
め
た
。
し
か
し
、
高
位
聖
職
者
は
そ
れ
を
拒
否
し
、
仲
裁
活
動
は
失
敗
し
た
。

乙
の
閣
の
両
者
の
主
張
を
ミ
シ
ョ

1
・
カ
ン
タ
ン
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
仏
加
。
彼
に
よ
れ
ば
、
両
者
の
論
議
は

m
o
n
E
g
g
－gl

S
同
町
と
し
て
の
パ
リ
「
大
学
」
を
い
か
に
理
解
す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
行
な
わ
れ
た
。
在
俗
教
師
、
学
生
は
、
国
o
n
s
g凶
4
0
E
己
貸
む
を

語
源
論
的
に
理
解
し
た
。
す
な
わ
ち
、
任
意
団
体
は
、
そ
の
構
成
員
の
意
思

g
E己
目
的
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ

故
、
或
る
者
が
当
該
団
体
の
構
成
員
た
り
得
る
か
否
か
を
決
定
す
る
権
限
は
構
成
員
に
あ
る
、
と
の
見
解
に
立
つ
の
で
あ
る
。
と
れ
は
先

に
引
用
し
た
「
何
回
色
町
即
時
HREH品
目
白
山
田
」
中
の
言
辞
に
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で

と
す
る
企
て
が
、

ュ
、
ル

l
ア
ン
、

さ
ら
に
、

ギ
ヨ

l
ム
・
ド
・
サ
ン
・
タ
ム

l
ル
の
、

自
由
意
思
と
自
発
性
に
よ
っ
て
成
立
す
る
が
故
に
、
彼
は
〔
ド
ミ
ニ
コ
会
士
〕
は
我
々
の
同

意
な
く
し
て
我
々
の
修
学
者
共
同
体
的

on笠
宮
古
O
釘田口
S
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
問
、
と
の
言
葉
ゃ
、
エ
セ
説
教
者
の
し
る

し
は
、
都
市
や
共
同
体
に
、
そ
れ
ら
の
構
成
員
の
意
に
反
し
て
も
、
受
け
入
れ
ら
れ
よ
う
と
す
る
と
と
ろ
に
あ
丸
、
と
い
う
表
現
の
な
か

凶

o
n円
四
件
目
印
は
強
制
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

に
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

パ
リ
大
学
に
お
け
る
托
鉢
修
道
会
問
題
（
承
前
）
（
大
嶋
〉

一
七
九



パ
リ
大
学
に
お
け
る
托
鉢
修
道
会
問
題
（
承
前
〉
（
大
嶋
〉

｝＼ 。

ヨ

νク
テ
一
イ
W
イ
テ
一

一
方
、
ド
ミ
ニ
コ
会
側
は

g
n
E
g
g－ロロ
S
乱
”
を
法
的
な
意
味
で
理
解
し
た
。
彼
ら
は
集
合
体
を
意
味
す
る
名
辞
を
修
飾
す
る

語
八
g
E
E阻止
5
Vの
解
釈
に
つ
い
て
、
在
俗
教
師
、
学
生
と
見
解
を
異
に
し
た
の
で
あ
る
。
ド
ミ
ニ
コ
会
士
は
「
ウ
ニ
ヴ
ェ
ル
シ
タ
ス
」

に
関
す
る
イ
ン
ノ
ケ
ン
チ
ウ
ス
四
世
の
法
理
を
援
用
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
「
ウ
ニ
ヴ
ェ
ル
ジ
タ
ス
」
を
「
ウ
ニ
グ
且
ル
シ
タ
ス
」
た
ら
し

一
つ
は
、
同
一
地
域
に
居
住
し
、
日
常
的
な
必
要
に
対
処
す
る
乙
と
に
基
磐
を
置
く

n
g
g
Z色
釘
で
あ

め
る

S
5田
は
二
つ
あ
る
。

り
、
乙
れ
は

n
g
E
5
2
2
R
S
な
の
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
、

構
成
員
個
々
の
イ
ニ
シ
ア
チ
グ
が
主
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
構
成
員
が
共
通
の
活
動
に
従
事
す
る
乙
と
に
基
盤
を
お
く

gggHM叩
2
0ロ
ロ
色
”
で
あ
り
、
そ
れ
が

n
E
g
g－
gロ
S
岡
山
田
な
の
で
あ

ク
ユ
ダ
エ
ル
M
V

タ
ス

る
。
乙
の
理
論
に
立
脚
す
る
ド
ミ
ニ
コ
会
士
は
、
教
師
、
学
生
の
「
共
同
体
」
が
パ
リ
に
存
在
す
る
な
ら
ば
、
パ
リ
の
教
師
、
学
生
は
そ

そ
の
「
共
同
体
」
に
参
画
す
る
乙
と
を
｝

5
8
B
Bロ
ロ
刊
は
承
認
す
る
、

にの
なー者
るむが
。い

か
な
る
者
で
あ
れ

と
の
結
論
に
到
達
す
る
こ
と

三
月
一
日
付
の
仲
裁
文
書
で
は
パ
リ
「
大
学
」
の
組
織
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
事
項
が
確
認
さ
れ
問
。
的
ド
ミ
ニ
コ
会
の
神
学
講
座
は

二
講
座
を
こ
え
な
ハ
九
円
幻
。
同
ド
ミ
ニ
コ
会
士
で
あ
る
教
師
は
講
座
担
当
教
師
で
あ
っ
て
も
そ
う
で
な
く
て
も
、
在
俗
教
師
・
学
生
の

凶

o
n
笠
宮
と
は
永
久
に
分
離
さ
れ
る
。
但
し
、
後
者
が
自
発
的
に
迎
え
入
れ
る
場
合
は
ぽ

ω。
付
ド
ミ
ニ
コ
会
に
所
属
す
る
神
学
教
師

の
指
導
下
に
あ
る
学
生
は
、
そ
の
者
が
ド
ミ
ニ
コ
会
士
で
な
け
れ
ば
、
在
俗
教
師
、
学
生
の
目
。
丘
四
S
叫
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
ま
た
在
俗

教
師
の
指
導
下
に
あ
る
学
生
は
、
ド
ミ
ニ
コ
会
系
教
師
、
学
生
の

m
O
口町

S
目
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
。
同
在
俗
教
師
、
学
生
は
ド
ミ
ニ
コ

会
系
教
師
、
学
生
に
敵
対
す
る
規
約
と
定
め
ぬ
乙
と
。
ま
た
、
彼
ら
の
回
o
n
笠
宮
入
会
を
断
固
拒
否
し
た
宣
誓
を
撤
回
す
丸
昨
旬
。
制
ド

ミ
ニ
コ
会
は
、
当
該
仲
裁
事
項
に
反
す
る
命
令
を
放
棄
し
、
ド
ミ
ニ
コ
会
士
を
「
大
学
」
に
受
け
入
れ
る
と
と
を
拒
否
し
て
破
門
さ
れ
た

在
俗
教
師
、
学
生
の
赦
免
を
教
皇
に
要
請
す
る
乙
と
。
付
ド
ミ
ニ
コ
会
系
教
師
は
、
教
師
職
に
あ
る
他
の
修
道
会
士
、
司
教
座
聖
堂
参
事

会
員
の

g
n笠
宮
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
ζ

と
を
得
、
こ
れ
は
、
在
俗
教
師
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
切
出

三
月
一
日
付
の
仲
裁
協
定
が
、
在
俗
教
師
側
の
主
張
す
る

g
nぽ
H
8
4
0
Eロ
g
己
目
論
を
大
節
に
お
い
て
承
認
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で



（
町
）

あ
り
、
パ
リ

ωス
ト
ウ
デ
ィ
ウ
ム
に
、
複
数
の

g
a巾
円
目
的
が
存
在
す
る
可
能
性
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

六
凡
一
七
日
付
パ
リ
司
教
宛
の
教
勅
に
お
い
て
、
ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル
四
世
は
三
月
一
日
付
仲
裁
協
定
に
つ
い
て
、
当
該
協
定
が
「

ρ
S回

目

民
間
ロ
ロ
自
己
お
と
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
定
め
ら
れ
た
規
定
を
無
視
す
る
こ
と
は
、
教
皇
に
不
正
を
働
く
こ
と
で
あ
る
と
述
べ

（

制

〉
た
。
ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル
四
世
に
と
っ
て
、
仲
裁
協
定
は
二
重
の
意
味
で
容
認
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

れ
が
パ
リ

ω
ス
ト
ウ
デ
ィ
ウ
ム
に
複
数
の
修
学
者
協
同
体
の
存
在
を
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
つ
に
は
、
そ

一
三
世
紀
初
頭
以
来
、
歴
代
の
教
阜
の

パ
リ
「
大
学
」
政
策
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
パ
リ
の
ス
ト
ゥ
デ
ィ
ウ
ム
を
構
成
す
る
教
師
、
学
生
の
共
同
体
化
を
保
護
、
援
助
す
る
ζ

と

（町一）

カ
ト
リ
ッ
ク
教
育
、
学
問
の
傾
域
の
頂
点
に
立
つ
、
知
的
源
泉
と
し
て
育
成
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
教
皇
庁
に
と
っ
て
、
三

に
よ
っ
て
、

月
一
円
付
仲
裁
協
定
は
、
パ
リ
の
ス
ト
ゥ
デ
ィ
ウ
ム
に
シ
ス
マ
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
に
は
、
仲
裁
協
定
成
立
の
経
連
、
決

定
事
引
が
、
パ
リ
「
大
学
」
の
文
配
者
、
立
法
者
た
ら
ん
と
す
る
教
良
の
栴
戚
を
侵
犯
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル
四
品
川
は
、

ド
ミ
ニ
コ
会
出
ジ
ャ
ッ
ク
修
道
院
長
に
宛
た
七
月
一
日
付
諮
問
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
八
こ
れ
ま
で
に
発
せ
ら
れ
た
諸
規
定
は
、

汝
ら
〔
ド
ミ
ニ
コ
会
士
た
ち
〕
に
対
す
る
好
意
に
も
と
ず
い
て
定
め
ら
れ
た
特
別
立
法
で
は
な
く
、
パ
リ
の
す
べ
て
の
教
師
、
学
生
が
従

（

制

〉

う
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
た
一
般
立
法
な
の
で
あ
る

V
と
。
ロ

1
7
教
皇
は
パ
リ
の
ス
ト
ゥ
デ
ィ
ウ
ム
の
法
の
上
で
の
支
配
者
で
あ
る
こ
と

を
鮮
明
に
宣
し
た
の
で
あ
り
、
ス
ト
ゥ
デ
ィ
ウ
ム
の
立
法
者
の
関
知
せ
ぬ
と
こ
ろ
で
な
さ
れ
た
そ
の
改
組
が
承
認
さ
れ
る
と
と
は
あ
り
得

よ
〉
っ
こ
O

J
J
4
U
J
J
 

六
月
一
七
日
付
パ
リ
司
教
宛
教
勅
は
、

川
、
学
生
の
首
謀
者
と
し
て
ギ
ヨ

l
ム
・
ド
・
サ
ン
・
タ
ム

l
ル、

仲
裁
協
定
を
有
定
す
る
と
と
も
に

教
自
民
命
令
の
遵
守
を
命
じ
、

教
皇
命
令
に
服
さ
な
い
教

ウ
1
ド
・
ド
・
ド
ゥ
エ
、

オ
l
ブ

z
－gE的

色
。
切
回
同
l
m
Z司
l
〉
ロ

σ冊
、

ク
レ
チ
ア
ン
・
ド
・
ボ

l
ヴ
の
四
名
の
名
を
挙
げ
、

彼
ら
の

一
コ
ラ
・
ド
・
パ
ー
ル
・
シ
ュ

l
ル・

げ
叩
ロ

E
E
Z
B
と
聖
職
者
の

門出間口－
gω
の
剥
都
を
宣
し
、
彼
ら
が
教
鞭
を
と
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。
そ
し
て
、
托
鉢
修
道
会
士
の
「
大
学
」
へ
の
入
会
に
反
対
す
る
者
、

ハ
町
》

彼
ら
り
教
育
活
動
を
妨
守
す
る
者
も
厳
罰
に
処
す
る
よ
う
パ
リ
司
教
に
命
じ
た
。

パ
リ
大
学
に
お
け
る
托
鉢
修
道
会
問
題
（
承
前
）
（
大
嶋
）

;¥ 



パ
リ
大
学
に
お
け
る
托
鉢
修
道
会
問
題
（
承
前
）
（
大
川
）

;¥ 

ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル
四
世
は
再
び
パ
リ
司
教
に
対
し
て
教
勅
を
送
り
、
托
鉢
修
道
会
系
教
師
、
学
生
が
「
大
学
」
に
受

け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
努
力
す
べ
き
こ
と
、
教
皇
の
定
め
た
規
定
に
反
す
る
す
べ
て
の
決
定
は
無
効
で
あ
る
旨
命
じ
た
。
ま
た
教
皇
は
同

日
、
上
述
の
四
名
の
首
謀
者
を
王
国
か
ら
追
放
す
る
こ
と
、
と
く
に
ギ
ヨ

l
ム
・
ド
・
サ
ン
・
タ
ム

l
ル
、
ク
レ
チ
ア
ン
・
ド
・
ボ
l
ヴ

ェ
を
投
獄
す
る
よ
う
ル
イ
九
世
に
要
請
し
た
の
で
あ
る
。

六
月
二
七
日
に
、

サ
ン
ス
、
ラ
ン
ス
両
大
司
教
区
一
七
司
教
に
よ
る
二
度
目
の
調
停
工
作
も
失
敗
す
る
。
ギ
ヨ

l
ム
・
ド
・
サ
ン
・
タ
ム

l
ル

は
な
お
も
戦
い
の
継
続
を
約
束
す
る
が
、
そ
の
年
の
秋
以
降
、
在
俗
教
師
、
学
生
の
抵
抗
も
終
息
の
方
向
に
む
か
つ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

七
月
末
、

一
O
月
に
は
、
「
大
学
」
側
の
廿
謀
者
と
名
指
さ
れ
た
者
の
う
ち
ウ
1
ド
・
ド
・
ド
ゥ
エ
と
ク
レ
チ
ア
ン
・
ド
・
ボ

1
ヴ
ェ
の
両
名
が
、

「
ρ
ロ
白
色
ロ
問
ロ
ロ

B
t
g立
に
同
意
す
る
こ
と
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ

l
ラ
の
「
大
学
」
加
入
を
認
め
る
こ
と
、

〈

引

〉

「
大
学
」
の
解
体
な
ら
び
に
逃
放
に
組
し
な
い
こ
と
を
哲
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ギ
ヨ

l
ム
・
ド
・
サ
ン
・
タ
ム

l
ル
は
そ
の
蒋
哲

円

mHV

『
口
巾
句

2
H
n
E日目白。
4
目的回目白
0
2
5
Z
5
3
2
B
』
を
断
罪
さ
れ
、
そ
の
後
、
故
郷
へ
と
追
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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5
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g
a
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官
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statuendam, 
q
u
a
 t
a
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 presentes magistri q

u
創
n

posteri ad ea explicite ac 
specialiter astringantur, 

vobis d
u
m
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 od
o
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u
e
 

partes 
m
a
g
i
s
t
r
o
r
u
m
 
theologice facultatis 

et 
e
o
d
e
m
 m
o
d
o
 d
u
e
 partes 

m
a
g
i
s
t
r
o
r
u
m
 
singularium 

facultatum 
reliqua-

rum, 
videlicet 

canonistarum, 
p
h
y
s
i
c
o
r
u
m
 et 

etiam 
artistarum, 

s
u
u
m
 
super 

hoc 
voluerint 

prestare 
consensum, 

id 

faciendi liberam 
concedim u

s
 facultatem. 

（苫－（！））
Ibid., 
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284, 

llgnes 
33-
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285, 

lignes 
5. 

（自）
D
U
F
E
I
L，。

ρ.
cit., 

p. 
154. 

(~
) 

C.U.P., 
nC'. 

249,. 
p. 

286-287. 

(
 :?;) 

Ibid., 
no. 

248, 
p. 

2
8
5

ゐ286.

(
 

i8) 
Ibid., 

no. 
256, 

p. 
292 2

9
7
 .Cf. 

P
 .K
I
B
R
E
,
 
Scholary Privileges 

in 
the 

M
i
d
d
l
e
 
Ages, 

Cambridge, 
Mass., 

1962, 
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C. U

.
 P., 

no. 
256. 

p. 
293: 

a
 predictis 

collegio 
et 

consortio, 
sicut 

n
o
 bis 

a
 jure conceditur, 

sigillatim 
discessimus, 

ipsius 
Universitatis 

beneficiis 
et 

privilegiis 
renunciantes expresse, 

et sic 
renunciando juri nostro sine juris 

et 
mandati 

vestri offensa societatem 
e
o
r
u
m
 per viam juris 

d
u
x
i
m
u
s
 dec!inandam, 

Cf. 
M
I
C
H
A
U
D
-
Q
U
A
N
T
I
N
,
 
L
e
 droit 

universi-

faire. 
p. 

592. 
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C.U.P., no. 
256, 

p. 
2
9
3
：
…
…

attendentes etiam 
q
u
o
d
 societas n

o
n
 per violentiam solet, 

sed per amicitiam copulari ;
 

considerantes 
nichilominus 

q
u
o
d
 
s
e
c
u
n
d
u
m
 juris 

n
o
r
m
a
n
 in 

c
o
m
m
u
n
i
o
n
e
m
 aut 

societatem 
n
町
n
o

compelli 
potest 

vel 
detineri invitus, 

（岱）
Ibid., 

no. 
2
5
6
 p. 

2
9
4
.
:
 ut 

conqueri 
solent, 

n
o
n
 p
r
o
h
i
b
e
a
m
u
s
 
eos 

q
u
o
m
i
n
u
s
 
tot 

scoias habeant et 
scolares, 

sive 

de secularibus 
sive 

de regularibus, 
q
u
o
t
 
habere volunt et 

possunt, 
nec 

q
u
o
m
i
n
u
s
 
privilegiis 

nostris 
o
m
n
i
b
u
s
 t
a
m
 

ipsi 
q
u
a
m
 e
o
r
u
m
 auditores 

gaudeant, 
q
u
e
m
a
d
m
o
d
u
m
 et 

n
o
s
 ipsi in 

nullo 
etiam 

volumus, 
ut 

nobis 
inferiores 

aut 

posteriores 
existant. 

N
o
s
 
enim 

nichil 
ab 

esi 
exigimus, 

nisi 
ut 

n
o
s
 
ex 

u
n
a
 
parte 

civitatis 
patiantur 

pacifice 
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て
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く
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パ
リ
大
学
に
お
け
る
托
鉢
修
道
会
問
題
（
承
前
）

ハ
大
嶋
〉

一t

、九、
－，
J

〕，，

（
回
）
こ
の
仲
裁
は
、
問
中
氏
が
述
べ
る
ど
と
く
（
「
パ
リ
大
学
の
対
修
道
者
闘
争
と
ブ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
会
」
一
九
O
頁
）
、
ド
ミ
ニ
コ
会
の
神
学
研
究
と

教
育
と
を
修
道
院
内
に
限
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
パ
リ
に
複
数
の
教
師
・
学
生
の
共
同
体
が
並
得
す
る
と
と
が
こ
の
仲
裁
に
よ
っ
て
可

能
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
d

ド
ミ
ニ
コ
会
の
研
究
、
教
育
活
動
は
変
更
を
蒙
る
と
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
問
題
は
教
育
と
研
究
に
た
ず
さ
わ

る
者
が
形
成
す
る

g
n
w
g
m
の
分
離
、
並
存
に
あ
っ
た
。

（
制
）
。
－

q
・h
u
－－ロ
0

・
M
gぜ匂－

g
？
な
お
、
一
ニ
月
か
ら
六
月
ま
で
の
聞
に
ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル
四
世
が
パ
リ
「
大
学
」
の
問
題
に
関
し
て
と
っ
た
措
置
に

つ

τて
は
、
L1h
位、・・ロ
0

・阿国
m
F

句・
ω
口問
1ω

口町・ロ
0

・
M
J
『O
V
M
γ
ω

ロ由・ロ
0

・
M
4
3
・
HU
・臼
O
叶
l
ω
o
m
r

ロ0
・
N
J
『同一・匂・
ω
O
∞l
ω
o
m
p

ロ0
・
N

a
一・
MM
・臼
HAFt

ω
5・
を
参
照
。

（邸）

Q
・
回
・
の

H
E
O
F
h
Q
Eミ
q
h
b
h
v
b
な

S
ミ
ミ
s
h
h町時－
M

。
b
a
－－

m
E
9
H由
宮
匂
－

u
E
1
8叫
・
乙
・
〈

E
S
F
色、・町民同・・唱－

S
・

（部）門リ・円、・
h
u
－－ロ
0

・
N
∞ι
r
H
V
・
ω
同吋－

Q
－
Z
聞
の
同
〉
C
U
l
ρ
C
〉
2
・口
z－
h

崎弘司、由民
H

R
悼
式
官
句
立
札
H
A
H
h
3
・唱－

m曲目『・

（例制）。・円、・
h
u
－－ロ
0

・
M
∞0
・
MM
－
M
H
由1
M
M
ω

・

（槌）

H
F
民札・・ロ
0

・
M
∞F
M
M
・
ω
N
ω

’MMA
P
－

（剖）

H
F
h
h
叫・・ロロ－
M
∞ぬ・

MM
－
MNAPEω
同問・

（
卯
）
勾
角
的
、
喜
朗
民
S
E－－
v
・
ω
g・〔お〕・

（川出）。・円、・
h
u
－－ロ
0
・
M
由
タ
句
・

ω
帥∞・・
ω品
0

・

（回）

h
h
w
凡札－－
D
0
・
M
∞∞・

MM
・
ω
ω
H
l
ω
ω
ω

・
関
同
回
岡
田
♂
也
、
・
町
た
・
・
MM
－
H
M
M
l
H
H
A
P
－

む

す

ぴ

以
上
か
ら
、
我
々
は
結
論
と
し
て
次
の
よ
う
な
知
見
を
得
る
と
と
が
で
き
る
。

托
鉢
修
道
会
士
の
地
位
を
め
ぐ
っ
て
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
対
立
は
、
パ
リ
「
大
学
」
の
裁
治
権
と
自
己
規
制
権
を
発
動
せ
し
め
た
。
「
大

学
」
は
そ
れ
ら
の
権
利
の
行
使
が
、
完
全
に
「
大
学
」
の
掌
中
に
あ
る
と
理
解
し
た
。
ま
た
、
「
大
学
」
の
団
結
権
そ
の
も
の
が
そ
の
構

成
員
の
自
由
意
思
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
。



こ
の
托
鉢
修
道
会
問
題
に
介
入
し
た
教
皇
は
、

パ
リ
「
大
学
」
側
の
権
利
そ
の
も
の
は
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
権
利
の
行
使
が
無
制
限
に

な
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
く
、
教
皇
の
監
督
権
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
し
て
教
皇
は
、
「
大
学
」
と
い
え
ど
も
完
全
な
自
治

団
体
で
は
あ
り
得
ず
、
教
皇
の
権
威
と
教
皇
の
定
め
る
「
法
」
に
服
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
し
、
現
実
に
、
そ
れ
を
「
大
学
」
に
課
し
た

の
で
あ
る
。
ロ
ベ
ー
ル
・
ド
・
ク
ー
ル
ソ
ン
の
規
約
や
「
可
回
店
ロ
印
印
門
戸

gH
－mE
B」
を
通
し
て
の
教
皇
の
「
大
学
」
へ
の
介
入
が
「
ウ
ニ

教
主
（
と
り
わ
け
ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル
四
世
）
の
施
策
は
、

ヴ
ェ
ル
シ
タ
ス
」
の
形
成
を
援
助
す
る
と
い
う
性
格
を
も
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
と
比
し
て
、
托
鉢
修
道
会
と
の
対
立
事
件
に
介
入
し
た

パ
リ
「
大
学
」
を
教
皇
の
椛
戚
と
法
と
に
服
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
よ

ぅ
。
ま
た
我
々
は
、

こ
の
間
の
教
皇
の
「
大
学
」
論
が
、

「
ウ
ニ
、
ヴ
ェ
ル
シ
タ
ス
」

一
般
に
適
用
さ
れ
得
る
法
理
に
も
と
事
つ
い
て
い
た
こ

と
を
み
た
。
こ
れ
ら
の
上
に
立
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
パ
リ
「
大
学
」
の
教
皇
庁
直
属
化
が
行
な
わ
れ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
内
の
一
制
度
と
し
て

ω
パ
リ
大
学
の
地
枚
が
定
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

托
鉢
修
道
会
問
題
が
「
大
学
」
の
組
織
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
－
プ
ッ
シ
ュ
ド

1
ル
を
は
じ
め
と
す
る
先
人
の
研
究
に
つ
け
加
え

「
学
部
」
の
成
立
、
四
「
学
部
」
併
存
の
時
期
を
一
二
五

O
年
以
降
に
求
め
る
と
き
、
パ
リ

て
、
次
の
点
を
指
摘
で
き
よ
う
。

の
在
俗
教
師
の
結
束
が
強
力
に
発
揮
さ
れ
た
、
托
鉢
修
道
会
と
の
対
立
が
、

る
。
現
に
、
四
「
学
部
」
の
名
を
記
す
る
最
初
の
「
大
学
」
側
の
史
料
は
、

「
大
学
」
解
体
に
さ
い
し
、
パ
リ
の
ス
ト
ゥ
デ
ィ
ウ
ム
に
存
在
し
た
団
体
は
「
ナ
チ
オ
」
の

一
つ
は
、

そ
の
要
因
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
、

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ

一
二
五
四
年
二
月
四
日
付
の
「
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
」
で
あ
る
。

第
二
に
、

「
ナ
チ
オ
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。

「
何
回
色
何
回
同

E
H
－Z虫
色
白
」
な
ら
び
に
一
二
五
四
年
の
仲
裁
文
書
に
押
印
し
た
の
は
四
「
ナ
チ
オ
」
で
あ
っ
た
。
先
に
述
べ

み
で
あ
り
、

た
ご
と
く
、

「
ナ
チ
オ
」
は
「
大
学
」
と
は
法
的
に
次
元
を
異
に
し
て
い
る
が
、
自
由
科
の
活
動
の
実
体
を
担
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
本

来

「
大
学
」
構
成
員
の
個
人
的
な
生
活
の
便
宜
の
た
め
に
形
成
し
た
団
体
で
あ
り
、

る
、
白
由
意
思

g
Z
E
B
に
も
と
づ
く
団
体
は
「
ナ
チ
オ
」
に
お
い
て
具
現
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

そ
の
意
味
で
は
、
在
俗
教
師
・
学
生
が
主
張
す

「
大
学
」
そ
の
も
の
は
修
道
士

を
う
け
入
れ
た
。
だ
が
、

「
ナ
チ
オ
」
は
、
修
道
会
士
が
そ
の
一
員
と
な
る
乙
と
を
望
ま
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
彼
ら
を
拒
否
し
つ
づ
け
る

パ
リ
大
学
に
お
け
る
托
鉢
修
道
会
問
題
（
承
前
）
（
大
嶋
）

一
八
七



パ
リ
大
学
に
お
け
る
托
鉢
修
道
会
問
題
（
承
前
）

（大嶋）

;¥ 
;¥ 

（

円

）

の
で
あ
る
。

パ
リ
「
大
学
」
に
お
い
て
、
托
鉢
修
道
会
士
と
の
制
度
史
的
対
立
と
並
行
し
て
、
彼
ら
と
在
俗
教
師
と
の
問
に
、
托
鉢
修
道
会
の
存
在

形
態
・
活
動
形
態
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
考
察
は
他
日
を
期
し
た
い
。
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